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規
則

建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
建
築
指
導
課
）

一
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…
…
…
…

○
告
示

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）
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生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
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介
護
機
関
の
指
定
（
二
件
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厚
政
課
）
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道
路
の
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域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
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急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
（
砂
防
課
）
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…
…
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…
…
…
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…
…
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…
…
…
…
…

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
の
解
除
（
四
件
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（
砂
防
課
）
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砂
災
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戒
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土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
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指
定
（
砂
防
課
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○
公
告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）

一
五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
六
件
）
（
商
政
課
）

一
六

…
…
…
…
…
…
…
…

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）
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…
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岩
国
港
港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要
（
港
湾
課
）
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開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建
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指
導
課
）
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○
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規
程

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

二
四
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○
雑
報

公
文
書
の
開
示
の
状
況
の
公
表
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…

個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
の
状
況
の
公
表
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…
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…
…
…

県
報
の
正
誤
（
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
山
口
県
規
則
第
三
十
三
号
（
山
口
県
事
務
委
任
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
）
）
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規

則

建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
六
十
二
号

建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
山
口
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
「
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら

翌
々
年
」
を
「
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は

同
項
中
「
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
（
同
日
前
に
前
回
の
報
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
を
経
過
す
る
日
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
）
」
と
あ
る
の
は
「
平

成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
翌
々
年
三
月
三
十
一
日
」
と
し
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三

十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
同
項
中
「
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日

（
同
日
前
に
前
回
の
報
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
経
過
す

る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
）
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
」

に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
中
「
「
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
三
十
一

年
」
を
「
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
同

項
中
「
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
（
同
日
前
に
前
回
の
報
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
経
過
す
る
日
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
経
過
す
る
日
の
属
す
る
月
の
末
日
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
平

成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

一
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次
















る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨

の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

社
会
福
祉
法
人

山
口
市
社
会
福

祉
協
議
会

山
口
市
上
竪
小

路
八
九
の
一

山
口
市
社
会
福

祉
協
議
会
あ
じ

す
訪
問
介
護
事

業
所

山
口
市
阿
知
須

二
七
四
三

訪
問
介

護

平
成
二
八
、
九
、
三
〇

〃

〃

〃

〃

山
口
市
社
会
福

祉
協
議
会
あ
い

お
訪
問
介
護
事

業
所

〃

秋
穂
東

六
五
七
〇

〃

〃

〃

〃

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

社
会
福
祉
法
人

山
口
市
社
会
福

祉
協
議
会

山
口
市
上
竪
小

路
八
九
の
一

山
口
市
社
会
福

祉
協
議
会
あ
じ

す
訪
問
介
護
事

業
所

山
口
市
阿
知
須

二
七
四
三

介
護
予

防
訪
問

介
護

平
成
二
八
、
九
、
三
〇

〃

〃

〃

〃

山
口
市
社
会
福

祉
協
議
会
あ
い

お
訪
問
介
護
事

業
所

〃

秋
穂
東

六
五
七
〇

〃

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

医
療
法
人
新
生

会

岩
国
市
麻
里
布

町
三
丁
目
五
番

五
号

い
し
い
ケ
ア
・

ク
リ
ニ
ッ
ク

岩
国
市
麻
里
布

町
三
丁
目
五
番

五
号

訪
問
リ

ハ
ビ
リ

テ

ー

シ
ョ
ン

平
成
二
八
、

一
一
、

一

株
式
会
社
ア
ク

ロ
ス

大
島
郡
周
防
大

島
町
大
字
土
居

七
六
四
の
四

ク
ロ
ー
バ
ー
薬

局

下
松
市
大
手
町

二
丁
目
六
番
一

一
号

居
宅
療

養
管
理

指
導

〃

九
、

〃

山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

医
療
法
人
新
生

会

岩
国
市
麻
里
布

町
三
丁
目
五
番

五
号

い
し
い
ケ
ア
・

ク
リ
ニ
ッ
ク

岩
国
市
麻
里
布

町
三
丁
目
五
番

五
号

介
護
予

防
訪
問

リ
ハ
ビ

リ
テ
ー

シ
ョ
ン

平
成
二
八
、

一
一
、

一

株
式
会
社
ア
ク

ロ
ス

大
島
郡
周
防
大

島
町
大
字
土
居

七
六
四
の
四

ク
ロ
ー
バ
ー
薬

局

下
松
市
大
手
町

二
丁
目
六
番
一

一
号

介
護
予

防
居
宅

療
養
管

理
指
導

〃

九
、

〃

山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備

課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

二
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平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

山
口
阿
知
須
宇
部
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

山
口
市
阿
知
須
字
さ
や
六
三
六
地
先

旧

最
狭

一
六
・
〇

最
広

一
七
・
五

二
・
一

新

最
狭

一
〇
・
六

最
広

一
六
・
〇

二
・
一

山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

区
域
の
名
称

石
宗
⑵
地
区

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
八
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号

と
八
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

市

名

大

字

名

字

名

地

番

標

柱

番

号

美

祢

市

於
福
町
下

石

宗

三
三
六
七

一
号

〃

〃

〃

一
五
〇
六
の
七

二
号

〃

〃

〃

一
五
一
二
の
一

三
号

〃

〃

〃

一
五
一
二
の
一

四
号

〃

〃

〃

三
三
五
九
の
二

五
号

〃

〃

〃

三
三
六
〇

六
号

〃

〃

〃

三
三
六
〇

七
号

〃

〃

〃

三
三
六
五
の
一

八
号

山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成

十
九
年
山
口
県
告
示
第
六
百
五
十
三
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と
お
り

解
除
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

伊
房
㈠
⑴
、
伊
房
㈠
⑵
、
伊
房
㈠
⑶
、
伊
房
㈠
⑷
、
伊
房
㈠
⑸
、
入
野
㈠
⑴
、
入
野
㈠
⑵
、
入
野

㈠
⑶
、
入
野
㈠
⑷
、
入
野
㈠
⑸
、
入
野
㈠
⑹
、
入
野
㈠
⑺
、
入
野
㈠
⑻
、
入
野
㈠
⑼
、
入
野
㈠
⑽
、

入
野
㈠
⑾
、
入
野
㈠
⑿
、
上
田
㈠
⑴
、
上
田
㈠
⑵
、
上
田
㈠
⑶
、
大
山
㈠
⑴
、
大
山
㈠
⑵
、
大
山
㈠

⑶
、
大
山
㈠
⑷
、
大
山
㈠
⑸
、
大
山
㈠
⑹
、
大
山
㈠
⑺
、
大
山
㈠
⑻
、
大
山
㈠
⑼
、
大
山
㈠
⑽
、
大

山
㈠
⑾
、
大
山
㈠
⑿
、
大
山
㈠
⒀
、
大
山
㈠
⒁
、
叶
木
㈠
⑴
、
叶
木
㈠
⑵
、
叶
木
㈠
⑶
、
叶
木
㈠

⑷
、
叶
木
㈠
⑸
、
叶
木
㈠
⑹
、
角
㈠
⑴
、
角
㈠
⑵
、
角
㈠
⑶
、
角
㈠
⑷
、
竹
安
㈠
⑴
、
竹
安
㈠
⑵
、

竹
安
㈠
⑶
、
竹
安
㈠
⑷
、
竹
安
㈠
⑸
、
竹
安
㈠
⑹
、
竹
安
㈠
⑺
、
竹
安
㈠
⑻
、
竹
安
㈠
⑼
、
近
延
㈠

⑴
、
近
延
㈠
⑵
、
近
延
㈠
⑶
、
近
延
㈠
⑷
、
近
延
㈠
⑸
、
近
延
㈠
⑹
、
近
延
㈠
⑺
、
寺
山
㈠
⑴
、
寺

山
㈠
⑵
、
寺
山
㈠
⑶
、
寺
山
㈠
⑷
、
寺
山
㈠
⑸
、
寺
山
㈠
⑹
、
寺
山
㈠
⑺
、
寺
山
㈠
⑻
、
柱
野
㈠

⑴
、
柱
野
㈠
⑵
、
柱
野
㈠
⑶
、
柱
野
㈠
⑷
、
柱
野
㈠
⑸
、
柱
野
㈠
⑹
、
柱
野
㈠
⑺
、
柱
野
㈠
⑻
、
柱

野
㈠
⑼
、
柱
野
㈠
⑽
、
柱
野
㈠
⑾
、
柱
野
㈠
⑿
、
柱
野
㈠
⒀
、
柱
野
㈠
⒁
、
柱
野
㈠
⒂
、
柱
野
㈠

⒃
、
柱
野
㈠
⒄
、
柱
野
㈠
⒅
、
柱
野
㈠
⒆
、
柱
野
㈠
⒇
、
柱
野
㈠
⚦
、
柱
野
㈠
⚧
、
柱
野
㈠
⚨
、
柱

野
㈠
⚩
、
柱
野
㈠
⚪
、
柱
野
㈠
⚫
、
柱
野
㈠
⚬
、
廿
木
㈠
⑴
、
廿
木
㈠
⑵
、
廿
木
㈠
⑶
、
廿
木
㈠

⑷
、
廿
木
㈠
⑸
、
廿
木
㈠
⑹
、
廿
木
㈠
⑺
、
廿
木
㈠
⑻
、
廿
木
㈠
⑼
、
廿
木
㈠
⑽
、
廿
木
㈠
⑾
、
廿

木
㈠
⑿
、
土
生
㈠
⑴
、
土
生
㈠
⑵
、
土
生
㈠
⑶
、
土
生
㈠
⑷
、
土
生
㈠
⑸
、
土
生
㈠
⑹
、
土
生
㈠

⑺
、
保
木
㈠
⑴
、
保
木
㈠
⑵
、
保
木
㈠
⑶
、
保
木
㈠
⑷
、
保
木
㈠
⑸
、
保
木
㈠
⑹
、
御
庄
㈠
⑴
、
御

庄
㈠
⑵
、
行
正
㈠
⑴
、
行
正
㈠
⑵
、
行
正
㈠
⑶
、
六
呂
師
㈠
⑴
、
六
呂
師
㈠
⑵
、
六
呂
師
㈠
⑶
、
六

呂
師
㈠
⑷
、
六
呂
師
㈠
⑸
、
六
呂
師
㈠
⑹
、
六
呂
師
㈠
⑺
、
六
呂
師
㈠
⑻
、
六
呂
師
㈠
⑼
、
六
呂
師

㈠
⑽
、
六
呂
師
㈠
⑾
、
六
呂
師
㈠
⑿
、
六
呂
師
㈠
⒀
、
六
呂
師
㈠
⒁
、
六
呂
師
㈠
⒂
、
六
呂
師
㈠

⒃
、
六
呂
師
㈠
⒄
、
六
呂
師
㈠
⒅

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

二
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…



次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
岩
国
市
都
市
建
設
部

河
川
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

伊
房
㈡
⑴
、
伊
房
㈡
⑵
、
入
野
㈡
⑴
、
入
野
㈡
⑵
、
入
野
㈡
⑶
、
入
野
㈡
⑷
、
上
田
㈡
⑴
、
大
山

㈡
⑴
、
大
山
㈡
⑵
、
大
山
㈡
⑶
、
大
山
㈡
⑷
、
大
山
㈡
⑸
、
大
山
㈡
⑹
、
大
山
㈡
⑺
、
叶
木
㈡
⑴
、

叶
木
㈡
⑵
、
叶
木
㈡
⑶
、
角
㈡
⑴
、
竹
安
㈡
⑴
、
竹
安
㈡
⑵
、
近
延
㈡
⑴
、
寺
山
㈡
⑴
、
柱
野
㈡

⑴
、
柱
野
㈡
⑵
、
柱
野
㈡
⑶
、
柱
野
㈡
⑷
、
柱
野
㈡
⑸
、
柱
野
㈡
⑹
、
柱
野
㈡
⑺
、
柱
野
㈡
⑻
、
柱

野
㈡
⑼
、
柱
野
㈡
⑽
、
柱
野
㈡
⑾
、
柱
野
㈡
⑿
、
柱
野
㈡
⒀
、
柱
野
㈡
⒁
、
柱
野
㈡
⒂
、
柱
野
㈡

⒃
、
柱
野
㈡
⒄
、
柱
野
㈡
⒅
、
柱
野
㈡
⒆
、
柱
野
㈡
⒇
、
柱
野
㈡
⚦
、
廿
木
㈡
⑴
、
廿
木
㈡
⑵
、
廿

木
㈡
⑶
、
廿
木
㈡
⑷
、
廿
木
㈡
⑸
、
廿
木
㈡
⑹
、
廿
木
㈡
⑺
、
廿
木
㈡
⑻
、
土
生
㈡
⑴
、
土
生
㈡

⑵
、
土
生
㈡
⑶
、
保
木
㈡
⑴
、
保
木
㈡
⑵
、
保
木
㈡
⑶
、
保
木
㈡
⑷
、
行
正
㈡
⑴
、
六
呂
師
㈡
⑴
、

六
呂
師
㈡
⑵
、
六
呂
師
㈡
⑶
、
六
呂
師
㈡
⑷
、
六
呂
師
㈡
⑸
、
六
呂
師
㈡
⑹
、
六
呂
師
㈡
⑺
、
六
呂

師
㈡
⑻
、
六
呂
師
㈡
⑼
、
六
呂
師
㈡
⑽
、
六
呂
師
㈡
⑾
、
六
呂
師
㈡
⑿
、
六
呂
師
㈡
⒀

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
岩
国
市
都
市
建
設
部

河
川
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
三
百
九
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成

二
十
年
山
口
県
告
示
第
五
百
六
十
八
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と
お
り

解
除
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

相
ノ
谷
㈠
⑴
、
相
ノ
谷
㈠
⑵
、
相
ノ
谷
㈠
⑶
、
相
ノ
谷
㈠
⑷
、
阿
品
㈠
⑴
、
阿
品
㈠
⑵
、
阿
品
㈠

⑶
、
阿
品
㈠
⑷
、
阿
品
㈠
⑸
、
阿
品
㈠
⑹
、
阿
品
㈠
⑺
、
阿
品
㈠
⑻
、
阿
品
㈠
⑼
、
阿
品
㈠
⑽
、
阿

品
㈠
⑾
、
阿
品
㈠
⑿
、
阿
品
㈠
⒀
、
阿
品
㈠
⒁
、
阿
品
㈠
⒂
、
阿
品
㈠
⒃
、
阿
品
㈠
⒄
、
阿
品
㈠

⒅
、
阿
品
㈠
⒆
、
阿
品
㈠
⒇
、
阿
品
㈠
⚦
、
大
谷
㈠
⑴
、
大
谷
㈠
⑵
、
大
谷
㈠
⑶
、
大
谷
㈠
⑷
、
大

谷
㈠
⑸
、
大
谷
㈠
⑹
、
小
瀬
㈠
⑴
、
小
瀬
㈠
⑵
、
小
瀬
㈠
⑶
、
小
瀬
㈠
⑷
、
小
瀬
㈠
⑸
、
小
瀬
㈠

⑹
、
小
瀬
㈠
⑺
、
小
瀬
㈠
⑻
、
小
瀬
㈠
⑼
、
小
瀬
㈠
⑽
、
小
瀬
㈠
⑾
、
小
瀬
㈠
⑿
、
小
瀬
㈠
⒀
、
小

瀬
㈠
⒁
、
小
瀬
㈠
⒂
、
小
瀬
㈠
⒃
、
小
瀬
㈠
⒄
、
小
瀬
㈠
⒅
、
小
瀬
㈠
⒆
、
小
瀬
㈠
⒇
、
小
瀬
㈠

⚦
、
小
瀬
㈠
⚧
、
小
瀬
㈠
⚨
、
小
瀬
㈠
⚩
、
小
瀬
㈠
⚪
、
小
瀬
㈠
⚫
、
小
瀬
㈠
⚬
、
小
瀬
㈠
⚭
、
小

瀬
㈠
⚮
、
小
瀬
㈠
⚯
、
小
瀬
㈠
⚰
、
小
瀬
㈠
⚱
、
小
瀬
㈠
⚲
、
小
瀬
㈠
⚳
、
小
瀬
㈠
⚴
、
小
瀬
㈠

⚵
、
小
瀬
㈠
⚶
、
小
瀬
㈠
⚷
、
小
瀬
㈠
⚸
、
小
瀬
㈠
⚹
、
小
瀬
㈠
⚺
、
小
瀬
㈠
⚻
、
小
瀬
㈠
⚼
、
小

瀬
㈠
⚽
、
小
瀬
㈠
⚾
、
小
瀬
㈠
⚿
、
小
瀬
㈠
⛀
、
小
瀬
㈠
⛁
、
小
瀬
㈠
⛂
、
小
瀬
㈠
⛃
、
小
瀬
㈠

⛄
、
小
瀬
㈠
⛅
、
小
瀬
㈠
⛆
、
瓦
谷
㈠
⑴
、
瓦
谷
㈠
⑵
、
瓦
谷
㈠
⑶
、
瓦
谷
㈠
⑷
、
瓦
谷
㈠
⑸
、
瓦

谷
㈠
⑹
、
瓦
谷
㈠
⑺
、
杭
名
㈠
⑴
、
杭
名
㈠
⑵
、
下
㈠
⑴
、
下
㈠
⑵
、
下
㈠
⑶
、
下
㈠
⑷
、
下
㈠

⑸
、
下
㈠
⑹
、
下
㈠
⑺
、
下
㈠
⑻
、
守
内
㈠
⑴
、
守
内
㈠
⑵
、
守
内
㈠
⑶
、
関
戸
㈠
⑴
、
関
戸
㈠

⑵
、
関
戸
㈠
⑶
、
関
戸
㈠
⑷
、
関
戸
㈠
⑸
、
関
戸
㈠
⑹
、
関
戸
㈠
⑺
、
関
戸
㈠
⑻
、
関
戸
㈠
⑼
、
関

戸
㈠
⑽
、
関
戸
㈠
⑾
、
関
戸
㈠
⑿
、
多
田
㈠
⑴
、
多
田
㈠
⑵
、
多
田
㈠
⑶
、
多
田
㈠
⑷
、
多
田
㈠

⑸
、
多
田
㈠
⑹
、
多
田
㈠
⑺
、
多
田
㈠
⑻
、
多
田
㈠
⑼
、
多
田
㈠
⑽
、
多
田
㈠
⑾
、
多
田
㈠
⑿
、
多

田
㈠
⒀
、
多
田
㈠
⒁
、
多
田
㈠
⒂
、
田
原
㈠
⑴
、
天
尾
㈠
⑴
、
天
尾
㈠
⑵
、
天
尾
㈠
⑶
、
天
尾
㈠

⑷
、
天
尾
㈠
⑸
、
天
尾
㈠
⑹
、
天
尾
㈠
⑺
、
天
尾
㈠
⑻
、
天
尾
㈠
⑼
、
天
尾
㈠
⑽
、
天
尾
㈠
⑾
、
天

尾
㈠
⑿
、
天
尾
㈠
⒀
、
天
尾
㈠
⒁
、
天
尾
㈠
⒂
、
天
尾
㈠
⒃
、
天
尾
㈠
⒄
、
天
尾
㈠
⒅
、
天
尾
㈠

⒆
、
天
尾
㈠
⒇
、
天
尾
㈠
⚦
、
二
鹿
㈠
⑴
、
二
鹿
㈠
⑵
、
二
鹿
㈠
⑶
、
二
鹿
㈠
⑷
、
二
鹿
㈠
⑸
、
二

鹿
㈠
⑹
、
二
鹿
㈠
⑺
、
二
鹿
㈠
⑻
、
二
鹿
㈠
⑼
、
二
鹿
㈠
⑽
、
二
鹿
㈠
⑾
、
二
鹿
㈠
⑿
、
二
鹿
㈠

⒀
、
二
鹿
㈠
⒁
、
御
庄
㈠
⑶
、
御
庄
㈠
⑷
、
御
庄
㈠
⑸
、
御
庄
㈠
⑹
、
御
庄
㈠
⑺
、
御
庄
㈠
⑻
、
御

庄
㈠
⑼
、
御
庄
㈠
⑽
、
御
庄
㈠
⑾
、
御
庄
㈠
⑿
、
御
庄
㈠
⒀
、
御
庄
㈠
⒁
、
御
庄
㈠
⒂
、
御
庄
㈠

⒃
、
御
庄
㈠
⒄
、
御
庄
㈠
⒅
、
御
庄
㈠
⒆
、
御
庄
㈠
⒇
、
御
庄
㈠
⚦
、
御
庄
㈠
⚧
、
持
国
㈠
⑴
、
持

国
㈠
⑵
、
行
波
㈠
⑴
、
行
波
㈠
⑵
、
行
波
㈠
⑶
、
行
波
㈠
⑷
、
行
波
㈠
⑸
、
行
波
㈠
⑹
、
行
波
㈠

⑺
、
行
波
㈠
⑻
、
行
波
㈠
⑼

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
岩
国
市
都
市
建
設
部

河
川
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
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一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

相
ノ
谷
㈡
⑴
、
相
ノ
谷
㈡
⑵
、
相
ノ
谷
㈡
⑶
、
相
ノ
谷
㈡
⑷
、
阿
品
㈡
⑴
、
阿
品
㈡
⑵
、
阿
品
㈡

⑶
、
阿
品
㈡
⑷
、
阿
品
㈡
⑸
、
阿
品
㈡
⑹
、
阿
品
㈡
⑺
、
阿
品
㈡
⑻
、
阿
品
㈡
⑼
、
阿
品
㈡
⑽
、
阿

品
㈡
⑾
、
阿
品
㈡
⑿
、
阿
品
㈡
⒀
、
阿
品
㈡
⒁
、
阿
品
㈡
⒂
、
阿
品
㈡
⒃
、
大
谷
㈡
⑴
、
大
谷
㈡

⑵
、
大
谷
㈡
⑶
、
大
谷
㈡
⑷
、
大
谷
㈡
⑸
、
大
谷
㈡
⑹
、
大
谷
㈡
⑺
、
小
瀬
㈡
⑴
、
小
瀬
㈡
⑵
、
小

瀬
㈡
⑶
、
小
瀬
㈡
⑷
、
小
瀬
㈡
⑸
、
小
瀬
㈡
⑹
、
小
瀬
㈡
⑺
、
小
瀬
㈡
⑻
、
小
瀬
㈡
⑼
、
小
瀬
㈡

⑽
、
小
瀬
㈡
⑾
、
小
瀬
㈡
⑿
、
小
瀬
㈡
⒀
、
小
瀬
㈡
⒁
、
小
瀬
㈡
⒂
、
小
瀬
㈡
⒃
、
小
瀬
㈡
⒄
、
小

瀬
㈡
⒅
、
小
瀬
㈡
⒆
、
小
瀬
㈡
⒇
、
小
瀬
㈡
⚦
、
小
瀬
㈡
⚧
、
小
瀬
㈡
⚨
、
瓦
谷
㈡
⑴
、
瓦
谷
㈡

⑵
、
瓦
谷
㈡
⑶
、
瓦
谷
㈡
⑷
、
瓦
谷
㈡
⑸
、
瓦
谷
㈡
⑹
、
瓦
谷
㈡
⑺
、
瓦
谷
㈡
⑻
、
瓦
谷
㈡
⑼
、
杭

名
㈡
⑴
、
杭
名
㈡
⑵
、
杭
名
㈡
⑶
、
杭
名
㈡
⑷
、
下
㈡
⑴
、
下
㈡
⑵
、
下
㈡
⑶
、
守
内
㈡
⑴
、
守
内

㈡
⑵
、
守
内
㈡
⑶
、
守
内
㈡
⑷
、
守
内
㈡
⑸
、
関
戸
㈡
⑴
、
関
戸
㈡
⑵
、
関
戸
㈡
⑶
、
関
戸
㈡
⑷
、

関
戸
㈡
⑸
、
関
戸
㈡
⑹
、
関
戸
㈡
⑺
、
関
戸
㈡
⑻
、
関
戸
㈡
⑼
、
関
戸
㈡
⑽
、
関
戸
㈡
⑾
、
多
田
㈡

⑴
、
多
田
㈡
⑵
、
多
田
㈡
⑶
、
多
田
㈡
⑷
、
多
田
㈡
⑸
、
多
田
㈡
⑹
、
多
田
㈡
⑺
、
多
田
㈡
⑻
、
多

田
㈡
⑼
、
多
田
㈡
⑽
、
多
田
㈡
⑾
、
多
田
㈡
⑿
、
田
原
㈡
⑴
、
田
原
㈡
⑵
、
田
原
㈡
⑶
、
田
原
㈡

⑷
、
天
尾
㈡
⑴
、
天
尾
㈡
⑵
、
天
尾
㈡
⑶
、
天
尾
㈡
⑷
、
天
尾
㈡
⑸
、
天
尾
㈡
⑹
、
天
尾
㈡
⑺
、
天

尾
㈡
⑻
、
天
尾
㈡
⑼
、
天
尾
㈡
⑽
、
天
尾
㈡
⑾
、
天
尾
㈡
⑿
、
天
尾
㈡
⒀
、
天
尾
㈡
⒁
、
天
尾
㈡

⒂
、
天
尾
㈡
⒃
、
天
尾
㈡
⒄
、
天
尾
㈡
⒅
、
天
尾
㈡
⒆
、
柱
野
㈡
⚧
、
柱
野
㈡
⚨
、
柱
野
㈡
⚩
、
柱

野
㈡
⚪
、
二
鹿
㈡
⑴
、
二
鹿
㈡
⑵
、
二
鹿
㈡
⑶
、
二
鹿
㈡
⑷
、
二
鹿
㈡
⑸
、
二
鹿
㈡
⑹
、
二
鹿
㈡

⑺
、
二
鹿
㈡
⑻
、
二
鹿
㈡
⑼
、
二
鹿
㈡
⑽
、
二
鹿
㈡
⑾
、
二
鹿
㈡
⑿
、
二
鹿
㈡
⒀
、
二
鹿
㈡
⒁
、
二

鹿
㈡
⒂
、
二
鹿
㈡
⒃
、
二
鹿
㈡
⒄
、
御
庄
㈡
⑴
、
御
庄
㈡
⑵
、
御
庄
㈡
⑶
、
御
庄
㈡
⑷
、
御
庄
㈡

⑸
、
御
庄
㈡
⑹
、
御
庄
㈡
⑺
、
御
庄
㈡
⑻
、
御
庄
㈡
⑼
、
御
庄
㈡
⑽
、
御
庄
㈡
⑾
、
御
庄
㈡
⑿
、
御

庄
㈡
⒀
、
御
庄
㈡
⒁
、
行
波
㈡
⑴
、
行
波
㈡
⑵
、
行
波
㈡
⑶
、
行
波
㈡
⑷
、
行
波
㈡
⑸
、
行
波
㈡

⑹
、
行
波
㈡
⑺
、
行
波
㈡
⑻
、
行
波
㈡
⑼

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
岩
国
市
都
市
建
設
部

河
川
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成

二
十
一
年
山
口
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と
お

り
解
除
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

岩
国
㈠
⑴
、
岩
国
㈠
⑵
、
岩
国
㈠
⑶
、
岩
国
㈠
⑷
、
岩
国
㈠
⑸
、
岩
国
㈠
⑹
、
岩
国
㈠
⑺
、
岩
国

㈠
⑻
、
上
田
㈠
⑷
、
牛
野
谷
町
㈠
⑴
、
牛
野
谷
町
㈠
⑵
、
牛
野
谷
町
㈠
⑶
、
牛
野
谷
町
㈠
⑷
、
牛
野

谷
町
㈠
⑸
、
牛
野
谷
町
㈠
⑹
、
牛
野
谷
町
㈠
⑺
、
青
木
町
㈠
⑴
、
青
木
町
㈠
⑵
、
青
木
町
㈠
⑶
、
青

木
町
㈠
⑷
、
青
木
町
㈠
⑸
、
青
木
町
㈠
⑹
、
青
木
町
㈠
⑺
、
青
木
町
㈠
⑻
、
青
木
町
㈠
⑼
、
青
木
町

㈠
⑽
、
青
木
町
㈠
⑾
、
青
木
町
㈠
⑿
、
青
木
町
㈠
⒀
、
青
木
町
㈠
⒁
、
青
木
町
㈠
⒂
、
青
木
町
㈠

⒃
、
青
木
町
㈠
⒄
、
青
木
町
㈠
⒅
、
青
木
町
㈠
⒆
、
尾
津
町
㈠
⑴
、
尾
津
町
㈠
⑵
、
尾
津
町
㈠
⑶
、

尾
津
町
㈠
⑷
、
尾
津
町
㈠
⑸
、
尾
津
町
㈠
⑹
、
尾
津
町
㈠
⑺
、
尾
津
町
㈠
⑻
、
川
西
㈠
⑴
、
川
西
㈠

⑵
、
川
西
㈠
⑶
、
川
西
㈠
⑷
、
川
西
㈠
⑸
、
川
西
㈠
⑹
、
川
西
㈠
⑺
、
川
西
㈠
⑻
、
川
西
㈠
⑼
、
川

西
㈠
⑽
、
川
西
㈠
⑾
、
川
西
㈠
⑿
、
川
西
㈠
⒀
、
川
西
㈠
⒁
、
川
西
㈠
⒂
、
川
西
㈠
⒃
、
川
西
㈠

⒄
、
川
西
㈠
⒅
、
川
西
㈠
⒆
、
川
西
㈠
⒇
、
川
西
㈠
⚦
、
黒
磯
町
㈠
⑴
、
黒
磯
町
㈠
⑵
、
黒
磯
町
㈠

⑶
、
黒
磯
町
㈠
⑷
、
黒
磯
町
㈠
⑸
、
黒
磯
町
㈠
⑹
、
黒
磯
町
㈠
⑺
、
黒
磯
町
㈠
⑻
、
黒
磯
町
㈠
⑼
、

黒
磯
町
㈠
⑽
、
黒
磯
町
㈠
⑾
、
錦
見
㈠
⑴
、
錦
見
㈠
⑵
、
錦
見
㈠
⑶
、
錦
見
㈠
⑷
、
錦
見
㈠
⑸
、
錦

見
㈠
⑹
、
錦
見
㈠
⑺
、
錦
見
㈠
⑻
、
錦
見
㈠
⑼
、
錦
見
㈠
⑽
、
錦
見
㈠
⑾
、
錦
見
㈠
⑿
、
錦
見
㈠

⒀
、
錦
見
㈠
⒁
、
錦
見
㈠
⒂
、
錦
見
㈠
⒃
、
錦
見
㈠
⒄
、
平
田
㈠
⑴
、
平
田
㈠
⑵
、
平
田
㈠
⑶
、
平

田
㈠
⑷
、
平
田
㈠
⑸
、
平
田
㈠
⑹
、
平
田
㈠
⑺
、
平
田
㈠
⑻
、
平
田
㈠
⑼
、
平
田
㈠
⑽
、
平
田
㈠

⑾
、
平
田
㈠
⑿
、
平
田
㈠
⒀
、
平
田
㈠
⒁
、
平
田
㈠
⒂
、
平
田
㈠
⒃
、
平
田
㈠
⒄
、
平
田
㈠
⒅
、
平

田
㈠
⒆
、
平
田
㈠
⒇
、
平
田
㈠
⚦
、
平
田
㈠
⚧
、
平
田
㈠
⚨
、
平
田
㈠
⚩
、
平
田
㈠
⚪
、
平
田
㈠

⚫
、
平
田
㈠
⚬
、
平
田
㈠
⚭
、
平
田
㈠
⚮
、
平
田
㈠
⚯
、
平
田
㈠
⚰
、
平
田
㈠
⚱
、
平
田
㈠
⚲
、
平

田
㈠
⚳
、
平
田
㈠
⚴
、
平
田
㈠
⚵
、
平
田
㈠
⚶
、
平
田
㈠
⚷
、
平
田
㈠
⚸
、
平
田
㈠
⚹
、
平
田
㈠

⚺
、
平
田
㈠
⚻
、
藤
生
町
㈠
⑴
、
藤
生
町
㈠
⑵
、
藤
生
町
㈠
⑶
、
藤
生
町
㈠
⑷
、
藤
生
町
㈠
⑸
、
藤

生
町
㈠
⑹
、
藤
生
町
㈠
⑺
、
藤
生
町
㈠
⑻
、
藤
生
町
㈠
⑼
、
藤
生
町
㈠
⑽
、
藤
生
町
㈠
⑾
、
藤
生
町

㈠
⑿
、
藤
生
町
㈠
⒀
、
藤
生
町
㈠
⒁
、
藤
生
町
㈠
⒂
、
藤
生
町
㈠
⒃
、
藤
生
町
㈠
⒄
、
藤
生
町
㈠

⒅
、
藤
生
町
㈠
⒆
、
藤
生
町
㈠
⒇
、
藤
生
町
㈠
⚦
、
藤
生
町
㈠
⚧
、
藤
生
町
㈠
⚨
、
藤
生
町
㈠
⚩
、

藤
生
町
㈠
⚪
、
藤
生
町
㈠
⚫
、
藤
生
町
㈠
⚬
、
藤
生
町
㈠
⚭
、
藤
生
町
㈠
⚮
、
藤
生
町
㈠
⚯
、
藤
生

町
㈠
⚰
、
藤
生
町
㈠
⚱
、
藤
生
町
㈠
⚲
、
藤
生
町
㈠
⚳
、
藤
生
町
㈠
⚴
、
藤
生
町
㈠
⚵
、
藤
生
町
㈠

⚶
、
藤
生
町
㈠
⚷
、
藤
生
町
㈠
⚸
、
藤
生
町
㈠
⚹
、
保
津
町
㈠
⑴
、
保
津
町
㈠
⑵
、
保
津
町
㈠
⑶
、

保
津
町
㈠
⑷
、
保
津
町
㈠
⑸
、
保
津
町
㈠
⑹
、
保
津
町
㈠
⑺
、
保
津
町
㈠
⑻
、
保
津
町
㈠
⑼
、
保
津
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町
㈠
⑽
、
保
津
町
㈠
⑾
、
保
津
町
㈠
⑿
、
保
津
町
㈠
⒀
、
保
津
町
㈠
⒁
、
保
津
町
㈠
⒂
、
保
津
町
㈠

⒃
、
海
土
路
町
㈠
⑴
、
海
土
路
町
㈠
⑵
、
海
土
路
町
㈠
⑶
、
海
土
路
町
㈠
⑷
、
海
土
路
町
㈠
⑸
、
海

土
路
町
㈠
⑹
、
海
土
路
町
㈠
⑺
、
海
土
路
町
㈠
⑻
、
海
土
路
町
㈠
⑼
、
海
土
路
町
㈠
⑽
、
海
土
路
町

㈠
⑾
、
海
土
路
町
㈠
⑿
、
海
土
路
町
㈠
⒀
、
海
土
路
町
㈠
⒁
、
海
土
路
町
㈠
⒂
、
海
土
路
町
㈠
⒃
、

海
土
路
町
㈠
⒄
、
海
土
路
町
㈠
⒅
、
海
土
路
町
㈠
⒆
、
海
土
路
町
㈠
⒇
、
海
土
路
町
㈠
⚦
、
海
土
路

町
㈠
⚧
、
南
岩
国
町
㈠
⑴
、
南
岩
国
町
㈠
⑵
、
南
岩
国
町
㈠
⑶
、
南
岩
国
町
㈠
⑷
、
南
岩
国
町
㈠

⑸
、
南
岩
国
町
㈠
⑹
、
南
岩
国
町
㈠
⑺
、
南
岩
国
町
㈠
⑻
、
南
岩
国
町
㈠
⑼
、
南
岩
国
町
㈠
⑽
、
南

岩
国
町
㈠
⑾
、
南
岩
国
町
㈠
⑿
、
南
岩
国
町
㈠
⒀
、
南
岩
国
町
㈠
⒁
、
南
岩
国
町
㈠
⒂
、
南
岩
国
町

㈠
⒃
、
南
岩
国
町
㈠
⒄
、
南
岩
国
町
㈠
⒅
、
南
岩
国
町
㈠
⒆
、
南
岩
国
町
㈠
⒇
、
南
岩
国
町
㈠
⚦
、

南
岩
国
町
㈠
⚧
、
南
岩
国
町
㈠
⚨
、
南
岩
国
町
㈠
⚩
、
南
岩
国
町
㈠
⚪
、
南
岩
国
町
㈠
⚫
、
南
岩
国

町
㈠
⚬
、
南
岩
国
町
㈠
⚭
、
南
岩
国
町
㈠
⚮
、
南
岩
国
町
㈠
⚯
、
南
岩
国
町
㈠
⚰
、
南
岩
国
町
㈠

⚱
、
南
岩
国
町
㈠
⚲
、
南
岩
国
町
㈠
⚳
、
南
岩
国
町
㈠
⚴
、
南
岩
国
町
㈠
⚵
、
室
の
木
町
㈠
⑴
、
門

前
町
㈠
⑴
、
門
前
町
㈠
⑵
、
門
前
町
㈠
⑶
、
門
前
町
㈠
⑷
、
横
山
㈠
⑴
、
横
山
㈠
⑵
、
横
山
㈠
⑶
、

横
山
㈠
⑷
、
横
山
㈠
⑸
、
横
山
㈠
⑹
、
横
山
㈠
⑺

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
岩
国
市
都
市
建
設
部

河
川
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

岩
国
㈡
⑴
、
岩
国
㈡
⑵
、
青
木
町
㈡
⑴
、
青
木
町
㈡
⑵
、
青
木
町
㈡
⑶
、
川
西
㈡
⑴
、
川
西
㈡

⑵
、
川
西
㈡
⑶
、
川
西
㈡
⑷
、
川
西
㈡
⑸
、
川
西
㈡
⑹
、
黒
磯
町
㈡
⑴
、
錦
見
㈡
⑴
、
錦
見
㈡
⑵
、

錦
見
㈡
⑶
、
錦
見
㈡
⑷
、
錦
見
㈡
⑸
、
平
田
㈡
⑴
、
平
田
㈡
⑵
、
平
田
㈡
⑶
、
平
田
㈡
⑷
、
平
田
㈡

⑸
、
平
田
㈡
⑹
、
平
田
㈡
⑺
、
平
田
㈡
⑻
、
平
田
㈡
⑼
、
平
田
㈡
⑽
、
藤
生
町
㈡
⑴
、
藤
生
町
㈡

⑵
、
藤
生
町
㈡
⑶
、
藤
生
町
㈡
⑷
、
藤
生
町
㈡
⑸
、
保
津
町
㈡
⑴
、
保
津
町
㈡
⑵
、
保
津
町
㈡
⑶
、

保
津
町
㈡
⑷
、
保
津
町
㈡
⑸
、
保
津
町
㈡
⑹
、
保
津
町
㈡
⑺
、
海
土
路
町
㈡
⑴
、
海
土
路
町
㈡
⑵
、

海
土
路
町
㈡
⑶
、
海
土
路
町
㈡
⑷
、
海
土
路
町
㈡
⑸
、
海
土
路
町
㈡
⑹
、
南
岩
国
町
㈡
⑴
、
南
岩
国

町
㈡
⑵
、
南
岩
国
町
㈡
⑶
、
南
岩
国
町
㈡
⑷
、
南
岩
国
町
㈡
⑸
、
門
前
町
㈡
⑴
、
横
山
㈡
⑴
、
横
山

㈡
⑵

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
岩
国
市
都
市
建
設
部

河
川
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成

二
十
三
年
山
口
県
告
示
第
百
三
十
八
号
）
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と
お
り

解
除
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

今
津
町
㈠
⑴
、
今
津
町
㈠
⑵
、
今
津
町
㈠
⑶
、
牛
野
谷
町
㈠
⑻
、
牛
野
谷
町
㈠
⑼
、
牛
野
谷
町
㈠

⑽
、
牛
野
谷
町
㈠
⑾
、
牛
野
谷
町
㈠
⑿
、
牛
野
谷
町
㈠
⒀
、
牛
野
谷
町
㈠
⒁
、
牛
野
谷
町
㈠
⒂
、
牛

野
谷
町
㈠
⒃
、
尾
津
町
㈠
⑼
、
尾
津
町
㈠
⑽
、
尾
津
町
㈠
⑾
、
尾
津
町
㈠
⑿
、
尾
津
町
㈠
⒀
、
装
束

町
㈠
⑴
、
装
束
町
㈠
⑵
、
装
束
町
㈠
⑶
、
装
束
町
㈠
⑷
、
新
港
町
㈠
⑴
、
新
港
町
㈠
⑵
、
新
港
町
㈠

⑶
、
砂
山
町
㈠
⑴
、
砂
山
町
㈠
⑵
、
砂
山
町
㈠
⑶
、
立
石
町
㈠
⑴
、
立
石
町
㈠
⑵
、
立
石
町
㈠
⑶
、

立
石
町
㈠
⑷
、
通
津
㈠
⑴
、
通
津
㈠
⑵
、
通
津
㈠
⑶
、
通
津
㈠
⑷
、
通
津
㈠
⑸
、
通
津
㈠
⑹
、
通
津

㈠
⑺
、
通
津
㈠
⑻
、
通
津
㈠
⑼
、
通
津
㈠
⑽
、
通
津
㈠
⑾
、
通
津
㈠
⑿
、
通
津
㈠
⒀
、
通
津
㈠
⒁
、

通
津
㈠
⒂
、
通
津
㈠
⒃
、
通
津
㈠
⒄
、
通
津
㈠
⒅
、
通
津
㈠
⒆
、
通
津
㈠
⒇
、
通
津
㈠
⚦
、
通
津
㈠

⚧
、
通
津
㈠
⚨
、
通
津
㈠
⚩
、
通
津
㈠
⚪
、
通
津
㈠
⚫
、
通
津
㈠
⚬
、
通
津
㈠
⚭
、
通
津
㈠
⚮
、
通

津
㈠
⚯
、
通
津
㈠
⚰
、
通
津
㈠
⚱
、
通
津
㈠
⚲
、
通
津
㈠
⚳
、
通
津
㈠
⚴
、
通
津
㈠
⚵
、
通
津
㈠

⚶
、
通
津
㈠
⚷
、
通
津
㈠
⚸
、
通
津
㈠
⚹
、
長
野
㈠
⑴
、
長
野
㈠
⑵
、
長
野
㈠
⑶
、
長
野
㈠
⑷
、
長

野
㈠
⑸
、
長
野
㈠
⑹
、
長
野
㈠
⑺
、
長
野
㈠
⑻
、
長
野
㈠
⑼
、
長
野
㈠
⑽
、
長
野
㈠
⑾
、
長
野
㈠

⑿
、
長
野
㈠
⒀
、
長
野
㈠
⒁
、
長
野
㈠
⒂
、
長
野
㈠
⒃
、
長
野
㈠
⒄
、
長
野
㈠
⒅
、
長
野
㈠
⒆
、
長

野
㈠
⒇
、
長
野
㈠
⚦
、
長
野
㈠
⚧
、
長
野
㈠
⚨
、
柱
島
㈠
⑴
、
柱
島
㈠
⑵
、
柱
島
㈠
⑶
、
柱
島
㈠

⑷
、
柱
島
㈠
⑸
、
柱
島
㈠
⑹
、
柱
島
㈠
⑺
、
柱
島
㈠
⑻
、
柱
島
㈠
⑼
、
柱
島
㈠
⑽
、
柱
島
㈠
⑾
、
柱

島
㈠
⑿
、
柱
島
㈠
⒀
、
柱
島
㈠
⒁
、
平
田
㈠
⚼
、
平
田
㈠
⚽
、
南
岩
国
町
㈠
⚶
、
南
岩
国
町
㈠
⚷
、

南
岩
国
町
㈠
⚸
、
南
岩
国
町
㈠
⚹
、
南
岩
国
町
㈠
⚺
、
南
岩
国
町
㈠
⚻
、
室
の
木
町
㈠
⑵
、
室
の
木

町
㈠
⑶
、
室
の
木
町
㈠
⑷
、
室
の
木
町
㈠
⑸
、
室
の
木
町
㈠
⑹
、
室
の
木
町
㈠
⑺
、
室
の
木
町
㈠

⑻
、
室
の
木
町
㈠
⑼
、
室
の
木
町
㈠
⑽
、
室
の
木
町
㈠
⑾
、
室
の
木
町
㈠
⑿
、
室
の
木
町
㈠
⒀
、
室
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の
木
町
㈠
⒁
、
室
の
木
町
㈠
⒂
、
室
の
木
町
㈠
⒃
、
室
の
木
町
㈠
⒄
、
室
の
木
町
㈠
⒅
、
室
の
木
町

㈠
⒆
、
室
の
木
町
㈠
⒇
、
室
の
木
町
㈠
⚦
、
室
の
木
町
㈠
⚧
、
室
の
木
町
㈠
⚨
、
門
前
町
㈠
⑸
、
門

前
町
㈠
⑹
、
門
前
町
㈠
⑺
、
山
手
町
㈠
⑴
、
山
手
町
㈠
⑵
、
山
手
町
㈠
⑶
、
山
手
町
㈠
⑷
、
山
手
町

㈠
⑸
、
山
手
町
㈠
⑹
、
山
手
町
㈠
⑺
、
山
手
町
㈠
⑻
、
山
手
町
㈠
⑼
、
山
手
町
㈠
⑽
、
山
手
町
㈠

⑾
、
山
手
町
㈠
⑿
、
山
手
町
㈠
⒀
、
由
宇
町
㈠
⑴
、
由
宇
町
㈠
⑵
、
由
宇
町
㈠
⑶
、
由
宇
町
㈠
⑷
、

由
宇
町
㈠
⑸
、
由
宇
町
㈠
⑹
、
由
宇
町
㈠
⑺
、
由
宇
町
㈠
⑻
、
由
宇
町
㈠
⑼
、
由
宇
町
㈠
⑽
、
由
宇

町
㈠
⑾
、
由
宇
町
㈠
⑿
、
由
宇
町
㈠
⒀
、
由
宇
町
㈠
⒁
、
由
宇
町
㈠
⒂
、
由
宇
町
㈠
⒃
、
由
宇
町
㈠

⒄
、
由
宇
町
㈠
⒅
、
由
宇
町
㈠
⒆
、
由
宇
町
㈠
⒇
、
由
宇
町
㈠
⚦
、
由
宇
町
㈠
⚧
、
由
宇
町
㈠
⚨
、

由
宇
町
㈠
⚩
、
由
宇
町
㈠
⚪
、
由
宇
町
㈠
⚫
、
由
宇
町
㈠
⚬
、
由
宇
町
㈠
⚭
、
由
宇
町
㈠
⚮
、
由
宇

町
㈠
⚯
、
由
宇
町
㈠
⚰
、
由
宇
町
㈠
⚱
、
由
宇
町
㈠
⚲
、
由
宇
町
㈠
⚳
、
由
宇
町
㈠
⚴
、
由
宇
町
㈠

⚵
、
由
宇
町
㈠
⚶
、
由
宇
町
㈠
⚷
、
由
宇
町
㈠
⚸
、
由
宇
町
㈠
⚹
、
由
宇
町
㈠
⚺
、
由
宇
町
㈠
⚻
、

由
宇
町
㈠
⚼
、
由
宇
町
㈠
⚽
、
由
宇
町
㈠
⚾
、
由
宇
町
㈠
⚿
、
由
宇
町
㈠
⛀
、
由
宇
町
㈠
⛁
、
由
宇

町
㈠
⛂
、
由
宇
町
㈠
⛃
、
由
宇
町
㈠
⛄
、
由
宇
町
㈠
⛅
、
由
宇
町
㈠
⛆
、
由
宇
町
㈠
⛇
、
由
宇
町
㈠

⛈
、
由
宇
町
㈠
⛉
、
由
宇
町
㈠
⛊
、
由
宇
町
㈠
⛋
、
由
宇
町
㈠
⛌
、
由
宇
町
㈠
⛍
、
由
宇
町
㈠
⛎
、

由
宇
町
㈠
⛏
、
由
宇
町
㈠
⛐
、
由
宇
町
㈠
⛑
、
由
宇
町
㈠
⛒
、
由
宇
町
㈠
⛓
、
由
宇
町
㈠
⛔
、
由
宇

町
㈠
⛕
、
由
宇
町
㈠
⛖
、
由
宇
町
㈠
⛗
、
由
宇
町
㈠
⛘
、
由
宇
町
㈠
⛙
、
由
宇
町
㈠
⛚
、
由
宇
町
㈠

⛛
、
由
宇
町
㈠
⛜
、
由
宇
町
㈠
⛝
、
由
宇
町
㈠
⛞
、
由
宇
町
㈠
⛟
、
由
宇
町
㈠
⛠
、
由
宇
町
㈠
⛡
、

由
宇
町
㈠
⛢
、
由
宇
町
㈠
⛣
、
由
宇
町
北
㈠
⑴
、
由
宇
町
北
㈠
⑵
、
由
宇
町
北
㈠
⑶
、
由
宇
町
北
㈠

⑷
、
由
宇
町
北
㈠
⑸
、
由
宇
町
北
㈠
⑹
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑴
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑵
、
由
宇
町
神
東
㈠

⑶
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑷
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑸
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑹
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑺
、
由
宇
町
神

東
㈠
⑻
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑼
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑽
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑾
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑿
、
由
宇

町
神
東
㈠
⒀
、
由
宇
町
神
東
㈠
⒁
、
由
宇
町
神
東
㈠
⒂
、
由
宇
町
神
東
㈠
⒃
、
由
宇
町
神
東
㈠
⒄
、

由
宇
町
神
東
㈠
⒅
、
由
宇
町
神
東
㈠
⒆
、
由
宇
町
神
東
㈠
⒇
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚦
、
由
宇
町
神
東
㈠

⚧
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚨
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚩
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚪
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚫
、
由
宇
町
神

東
㈠
⚬
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚭
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚮
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚯
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚰
、
由
宇

町
神
東
㈠
⚱
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚲
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚳
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚴
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚵
、

由
宇
町
神
東
㈠
⚶
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚷
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚸
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚹
、
由
宇
町
神
東
㈠

⚺
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚻
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚼
、
由
宇
町
千
鳥
ヶ
丘
㈠
⑴
、
由
宇
町
千
鳥
ヶ
丘
㈠
⑵
、

由
宇
町
千
鳥
ヶ
丘
㈠
⑶
、
由
宇
町
千
鳥
ヶ
丘
㈠
⑷
、
由
宇
町
千
鳥
ヶ
丘
㈠
⑸
、
由
宇
町
千
鳥
ヶ
丘
㈠

⑹
、
由
宇
町
中
央
㈠
⑴
、
由
宇
町
西
㈠
⑴
、
由
宇
町
西
㈠
⑵
、
由
宇
町
西
㈠
⑶
、
由
宇
町
西
㈠
⑷
、

由
宇
町
西
㈠
⑸
、
由
宇
町
西
㈠
⑹
、
由
宇
町
西
㈠
⑺
、
由
宇
町
西
㈠
⑻
、
由
宇
町
西
㈠
⑼
、
由
宇
町

南
㈠
⑴
、
由
宇
町
南
㈠
⑵
、
由
宇
町
南
㈠
⑶
、
由
宇
町
南
㈠
⑷
、
由
宇
町
南
㈠
⑸
、
由
宇
町
南
㈠

⑹
、
由
宇
町
南
沖
㈠
⑴
、
由
宇
町
由
宇
崎
㈠
⑴

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
岩
国
市
都
市
建
設
部

河
川
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

解
除
に
係
る
区
域
の
名
称

叶
木
㈡
⑷
、
装
束
町
㈡
⑴
、
装
束
町
㈡
⑵
、
装
束
町
㈡
⑶
、
装
束
町
㈡
⑷
、
装
束
町
㈡
⑸
、
新
港

町
㈡
⑴
、
砂
山
町
㈡
⑴
、
砂
山
町
㈡
⑵
、
砂
山
町
㈡
⑶
、
砂
山
町
㈡
⑷
、
砂
山
町
㈡
⑸
、
砂
山
町
㈡

⑹
、
砂
山
町
㈡
⑺
、
立
石
町
㈡
⑴
、
立
石
町
㈡
⑵
、
立
石
町
㈡
⑶
、
立
石
町
㈡
⑷
、
立
石
町
㈡
⑸
、

近
延
㈡
⑵
、
通
津
㈡
⑴
、
通
津
㈡
⑵
、
通
津
㈡
⑶
、
通
津
㈡
⑷
、
通
津
㈡
⑸
、
通
津
㈡
⑹
、
通
津
㈡

⑺
、
通
津
㈡
⑻
、
通
津
㈡
⑼
、
通
津
㈡
⑽
、
通
津
㈡
⑾
、
通
津
㈡
⑿
、
通
津
㈡
⒀
、
通
津
㈡
⒁
、
通

津
㈡
⒂
、
通
津
㈡
⒃
、
通
津
㈡
⒄
、
通
津
㈡
⒅
、
通
津
㈡
⒆
、
通
津
㈡
⒇
、
通
津
㈡
⚦
、
通
津
㈡

⚧
、
長
野
㈡
⑴
、
長
野
㈡
⑵
、
長
野
㈡
⑶
、
長
野
㈡
⑷
、
長
野
㈡
⑸
、
長
野
㈡
⑹
、
長
野
㈡
⑺
、
長

野
㈡
⑻
、
長
野
㈡
⑼
、
長
野
㈡
⑽
、
長
野
㈡
⑾
、
長
野
㈡
⑿
、
長
野
㈡
⒀
、
長
野
㈡
⒁
、
長
野
㈡

⒂
、
柱
島
㈡
⑴
、
柱
島
㈡
⑵
、
柱
島
㈡
⑶
、
柱
島
㈡
⑷
、
柱
島
㈡
⑸
、
室
の
木
町
㈡
⑴
、
室
の
木
町

㈡
⑵
、
室
の
木
町
㈡
⑶
、
室
の
木
町
㈡
⑷
、
室
の
木
町
㈡
⑸
、
室
の
木
町
㈡
⑹
、
室
の
木
町
㈡
⑺
、

室
の
木
町
㈡
⑻
、
室
の
木
町
㈡
⑼
、
山
手
町
㈡
⑴
、
山
手
町
㈡
⑵
、
山
手
町
㈡
⑶
、
山
手
町
㈡
⑷
、

由
宇
町
㈡
⑴
、
由
宇
町
㈡
⑵
、
由
宇
町
㈡
⑶
、
由
宇
町
㈡
⑷
、
由
宇
町
㈡
⑸
、
由
宇
町
㈡
⑹
、
由
宇

町
㈡
⑺
、
由
宇
町
㈡
⑻
、
由
宇
町
㈡
⑼
、
由
宇
町
㈡
⑽
、
由
宇
町
㈡
⑾
、
由
宇
町
㈡
⑿
、
由
宇
町
㈡

⒀
、
由
宇
町
㈡
⒁
、
由
宇
町
㈡
⒂
、
由
宇
町
㈡
⒃
、
由
宇
町
㈡
⒄
、
由
宇
町
㈡
⒅
、
由
宇
町
㈡
⒆
、

由
宇
町
㈡
⒇
、
由
宇
町
㈡
⚦
、
由
宇
町
㈡
⚧
、
由
宇
町
㈡
⚨
、
由
宇
町
㈡
⚩
、
由
宇
町
㈡
⚪
、
由
宇

町
㈡
⚫
、
由
宇
町
㈡
⚬
、
由
宇
町
㈡
⚭
、
由
宇
町
㈡
⚮
、
由
宇
町
㈡
⚯
、
由
宇
町
㈡
⚰
、
由
宇
町
㈡

⚱
、
由
宇
町
㈡
⚲
、
由
宇
町
㈡
⚳
、
由
宇
町
㈡
⚴
、
由
宇
町
㈡
⚵
、
由
宇
町
㈡
⚶
、
由
宇
町
㈡
⚷
、

由
宇
町
㈡
⚸
、
由
宇
町
㈡
⚹
、
由
宇
町
㈡
⚺
、
由
宇
町
㈡
⚻
、
由
宇
町
㈡
⚼
、
由
宇
町
㈡
⚽
、
由
宇

町
㈡
⚾
、
由
宇
町
㈡
⚿
、
由
宇
町
㈡
⛀
、
由
宇
町
㈡
⛁
、
由
宇
町
㈡
⛂
、
由
宇
町
㈡
⛃
、
由
宇
町
㈡

⛄
、
由
宇
町
㈡
⛅
、
由
宇
町
㈡
⛆
、
由
宇
町
㈡
⛇
、
由
宇
町
㈡
⛈
、
由
宇
町
㈡
⛉
、
由
宇
町
㈡
⛊
、

由
宇
町
㈡
⛋
、
由
宇
町
㈡
⛌
、
由
宇
町
㈡
⛍
、
由
宇
町
㈡
⛎
、
由
宇
町
㈡
⛏
、
由
宇
町
北
㈡
⑴
、
由

宇
町
北
㈡
⑵
、
由
宇
町
北
㈡
⑶
、
由
宇
町
北
㈡
⑷
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑴
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑵
、
由
宇

町
神
東
㈡
⑶
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑷
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑸
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑹
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑺
、

由
宇
町
神
東
㈡
⑻
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑼
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑽
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑾
、
由
宇
町
神
東
㈡

⑿
、
由
宇
町
神
東
㈡
⒀
、
由
宇
町
神
東
㈡
⒁
、
由
宇
町
神
東
㈡
⒂
、
由
宇
町
神
東
㈡
⒃
、
由
宇
町
神

東
㈡
⒄
、
由
宇
町
神
東
㈡
⒅
、
由
宇
町
神
東
㈡
⒆
、
由
宇
町
神
東
㈡
⒇
、
由
宇
町
神
東
㈡
⚦
、
由
宇
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町
神
東
㈡
⚧
、
由
宇
町
神
東
㈡
⚨
、
由
宇
町
神
東
㈡
⚩
、
由
宇
町
神
東
㈡
⚪
、
由
宇
町
神
東
㈡
⚫
、

由
宇
町
千
鳥
ヶ
丘
㈡
⑴
、
由
宇
町
西
㈡
⑴
、
由
宇
町
西
㈡
⑵
、
由
宇
町
西
㈡
⑶
、
由
宇
町
西
㈡
⑷
、

由
宇
町
西
㈡
⑸
、
由
宇
町
西
㈡
⑹
、
由
宇
町
西
㈡
⑺

二

解
除
に
係
る
区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
岩
国
市
都
市
建
設
部

河
川
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定
す

る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

区
域
の
名
称

相
ノ
谷
㈠
⑴
、
相
ノ
谷
㈠
⑵
、
相
ノ
谷
㈠
⑶
、
相
ノ
谷
㈠
⑷
、
相
ノ
谷
㈠
⑸
、
阿
品
㈠
⑴
、
阿
品

㈠
⑵
、
阿
品
㈠
⑶
、
阿
品
㈠
⑷
、
阿
品
㈠
⑸
、
阿
品
㈠
⑹
、
阿
品
㈠
⑺
、
阿
品
㈠
⑻
、
阿
品
㈠
⑼
、

阿
品
㈠
⑽
、
阿
品
㈠
⑾
、
阿
品
㈠
⑿
、
阿
品
㈠
⒀
、
阿
品
㈠
⒁
、
阿
品
㈠
⒂
、
阿
品
㈠
⒃
、
阿
品
㈠

⒄
、
阿
品
㈠
⒅
、
阿
品
㈠
⒆
、
阿
品
㈠
⒇
、
阿
品
㈠
⚦
、
阿
品
㈠
⚧
、
阿
品
㈠
⚨
、
愛
宕
町
㈠
⑴
、

愛
宕
町
㈠
⑵
、
愛
宕
町
㈠
⑶
、
愛
宕
町
㈠
⑷
、
伊
房
㈠
⑴
、
伊
房
㈠
⑵
、
伊
房
㈠
⑶
、
伊
房
㈠
⑷
、

伊
房
㈠
⑸
、
伊
房
㈠
⑹
、
伊
房
㈠
⑺
、
今
津
町
㈠
⑴
、
今
津
町
㈠
⑵
、
今
津
町
㈠
⑶
、
入
野
㈠
⑴
、

入
野
㈠
⑵
、
入
野
㈠
⑶
、
入
野
㈠
⑷
、
入
野
㈠
⑸
、
入
野
㈠
⑹
、
入
野
㈠
⑺
、
入
野
㈠
⑻
、
入
野
㈠

⑼
、
入
野
㈠
⑽
、
入
野
㈠
⑾
、
入
野
㈠
⑿
、
入
野
㈠
⒀
、
岩
国
㈠
⑴
、
岩
国
㈠
⑵
、
岩
国
㈠
⑶
、
岩

国
㈠
⑷
、
岩
国
㈠
⑸
、
岩
国
㈠
⑹
、
岩
国
㈠
⑺
、
岩
国
㈠
⑻
、
岩
国
㈠
⑼
、
上
田
㈠
⑵
、
上
田
㈠

⑶
、
上
田
㈠
⑷
、
上
田
㈠
⑸
、
上
田
㈠
⑹
、
上
田
㈠
⑺
、
牛
野
谷
町
㈠
⑴
、
牛
野
谷
町
㈠
⑵
、
牛
野

谷
町
㈠
⑶
、
牛
野
谷
町
㈠
⑷
、
牛
野
谷
町
㈠
⑸
、
牛
野
谷
町
㈠
⑹
、
牛
野
谷
町
㈠
⑺
、
牛
野
谷
町
㈠

⑻
、
牛
野
谷
町
㈠
⑼
、
牛
野
谷
町
㈠
⑽
、
牛
野
谷
町
㈠
⑾
、
牛
野
谷
町
㈠
⑿
、
牛
野
谷
町
㈠
⒀
、
牛

野
谷
町
㈠
⒁
、
牛
野
谷
町
㈠
⒂
、
牛
野
谷
町
㈠
⒄
、
青
木
町
㈠
⑴
、
青
木
町
㈠
⑵
、
青
木
町
㈠
⑶
、

青
木
町
㈠
⑷
、
青
木
町
㈠
⑸
、
青
木
町
㈠
⑹
、
青
木
町
㈠
⑺
、
青
木
町
㈠
⑻
、
青
木
町
㈠
⑼
、
青
木

町
㈠
⑽
、
青
木
町
㈠
⑾
、
青
木
町
㈠
⑿
、
青
木
町
㈠
⒀
、
青
木
町
㈠
⒁
、
青
木
町
㈠
⒂
、
青
木
町
㈠

⒃
、
青
木
町
㈠
⒄
、
青
木
町
㈠
⒅
、
青
木
町
㈠
⒆
、
青
木
町
㈠
⒇
、
青
木
町
㈠
⚦
、
青
木
町
㈠
⚧
、

青
木
町
㈠
⚨
、
青
木
町
㈠
⚩
、
大
谷
㈠
⑴
、
大
谷
㈠
⑵
、
大
谷
㈠
⑶
、
大
谷
㈠
⑷
、
大
谷
㈠
⑸
、
大

谷
㈠
⑹
、
大
山
㈠
⑴
、
大
山
㈠
⑵
、
大
山
㈠
⑶
、
大
山
㈠
⑷
、
大
山
㈠
⑸
、
大
山
㈠
⑹
、
大
山
㈠

⑺
、
大
山
㈠
⑻
、
大
山
㈠
⑼
、
大
山
㈠
⑽
、
大
山
㈠
⑾
、
大
山
㈠
⑿
、
大
山
㈠
⒁
、
小
瀬
㈠
⑴
、
小

瀬
㈠
⑵
、
小
瀬
㈠
⑶
、
小
瀬
㈠
⑷
、
小
瀬
㈠
⑸
、
小
瀬
㈠
⑹
、
小
瀬
㈠
⑺
、
小
瀬
㈠
⑻
、
小
瀬
㈠

⑼
、
小
瀬
㈠
⑽
、
小
瀬
㈠
⑾
、
小
瀬
㈠
⑿
、
小
瀬
㈠
⒀
、
小
瀬
㈠
⒁
、
小
瀬
㈠
⒂
、
小
瀬
㈠
⒃
、
小

瀬
㈠
⒄
、
小
瀬
㈠
⒅
、
小
瀬
㈠
⒆
、
小
瀬
㈠
⒇
、
小
瀬
㈠
⚦
、
小
瀬
㈠
⚧
、
小
瀬
㈠
⚨
、
小
瀬
㈠

⚩
、
小
瀬
㈠
⚪
、
小
瀬
㈠
⚫
、
小
瀬
㈠
⚬
、
小
瀬
㈠
⚭
、
小
瀬
㈠
⚮
、
小
瀬
㈠
⚯
、
小
瀬
㈠
⚰
、
小

瀬
㈠
⚱
、
小
瀬
㈠
⚲
、
小
瀬
㈠
⚳
、
小
瀬
㈠
⚴
、
小
瀬
㈠
⚵
、
小
瀬
㈠
⚶
、
小
瀬
㈠
⚷
、
小
瀬
㈠

⚸
、
小
瀬
㈠
⚹
、
小
瀬
㈠
⚺
、
小
瀬
㈠
⚻
、
小
瀬
㈠
⚼
、
小
瀬
㈠
⚽
、
小
瀬
㈠
⚾
、
小
瀬
㈠
⚿
、
小

瀬
㈠
⛀
、
小
瀬
㈠
⛁
、
小
瀬
㈠
⛂
、
小
瀬
㈠
⛃
、
小
瀬
㈠
⛄
、
小
瀬
㈠
⛅
、
小
瀬
㈠
⛆
、
小
瀬
㈠

⛇
、
尾
津
町
㈠
⑴
、
尾
津
町
㈠
⑵
、
尾
津
町
㈠
⑶
、
尾
津
町
㈠
⑷
、
尾
津
町
㈠
⑸
、
尾
津
町
㈠
⑹
、

尾
津
町
㈠
⑺
、
尾
津
町
㈠
⑻
、
尾
津
町
㈠
⑼
、
尾
津
町
㈠
⑽
、
尾
津
町
㈠
⑾
、
尾
津
町
㈠
⒁
、
尾
津

町
㈠
⒂
、
叶
木
㈠
⑴
、
叶
木
㈠
⑵
、
叶
木
㈠
⑶
、
叶
木
㈠
⑷
、
叶
木
㈠
⑸
、
叶
木
㈠
⑹
、
叶
木
㈠

⑺
、
川
西
㈠
⑴
、
川
西
㈠
⑵
、
川
西
㈠
⑶
、
川
西
㈠
⑷
、
川
西
㈠
⑸
、
川
西
㈠
⑹
、
川
西
㈠
⑺
、
川

西
㈠
⑻
、
川
西
㈠
⑼
、
川
西
㈠
⑽
、
川
西
㈠
⑾
、
川
西
㈠
⑿
、
川
西
㈠
⒀
、
川
西
㈠
⒁
、
川
西
㈠

⒂
、
川
西
㈠
⒃
、
川
西
㈠
⒄
、
川
西
㈠
⒅
、
川
西
㈠
⒆
、
川
西
㈠
⒇
、
瓦
谷
㈠
⑴
、
瓦
谷
㈠
⑵
、
瓦

谷
㈠
⑶
、
瓦
谷
㈠
⑷
、
瓦
谷
㈠
⑸
、
瓦
谷
㈠
⑹
、
瓦
谷
㈠
⑺
、
瓦
谷
㈠
⑻
、
杭
名
㈠
⑴
、
杭
名
㈠

⑵
、
黒
磯
町
㈠
⑴
、
黒
磯
町
㈠
⑵
、
黒
磯
町
㈠
⑶
、
黒
磯
町
㈠
⑷
、
黒
磯
町
㈠
⑸
、
黒
磯
町
㈠
⑹
、

黒
磯
町
㈠
⑺
、
黒
磯
町
㈠
⑻
、
黒
磯
町
㈠
⑼
、
黒
磯
町
㈠
⑽
、
黒
磯
町
㈠
⑾
、
黒
磯
町
㈠
⑿
、
黒
磯

町
㈠
⒀
、
黒
磯
町
㈠
⒁
、
下
㈠
⑴
、
下
㈠
⑵
、
下
㈠
⑶
、
下
㈠
⑷
、
下
㈠
⑸
、
下
㈠
⑹
、
下
㈠
⑺
、

下
㈠
⑻
、
守
内
㈠
⑴
、
守
内
㈠
⑵
、
守
内
㈠
⑶
、
守
内
㈠
⑷
、
装
束
町
㈠
⑴
、
装
束
町
㈠
⑵
、
装
束

町
㈠
⑶
、
装
束
町
㈠
⑷
、
新
港
町
㈠
⑴
、
新
港
町
㈠
⑵
、
新
港
町
㈠
⑶
、
新
港
町
㈠
⑷
、
砂
山
町
㈠

⑴
、
砂
山
町
㈠
⑵
、
砂
山
町
㈠
⑶
、
角
㈠
⑴
、
角
㈠
⑵
、
角
㈠
⑶
、
角
㈠
⑷
、
関
戸
㈠
⑴
、
関
戸
㈠

⑵
、
関
戸
㈠
⑶
、
関
戸
㈠
⑷
、
関
戸
㈠
⑸
、
関
戸
㈠
⑹
、
関
戸
㈠
⑺
、
関
戸
㈠
⑻
、
関
戸
㈠
⑼
、
関

戸
㈠
⑽
、
関
戸
㈠
⑾
、
関
戸
㈠
⑿
、
竹
安
㈠
⑴
、
竹
安
㈠
⑵
、
竹
安
㈠
⑶
、
竹
安
㈠
⑷
、
竹
安
㈠

⑸
、
竹
安
㈠
⑹
、
竹
安
㈠
⑺
、
竹
安
㈠
⑻
、
竹
安
㈠
⑼
、
竹
安
㈠
⑽
、
多
田
㈠
⑴
、
多
田
㈠
⑵
、
多

田
㈠
⑶
、
多
田
㈠
⑷
、
多
田
㈠
⑸
、
多
田
㈠
⑹
、
多
田
㈠
⑺
、
多
田
㈠
⑻
、
多
田
㈠
⑼
、
多
田
㈠

⑽
、
多
田
㈠
⑾
、
多
田
㈠
⑿
、
多
田
㈠
⒀
、
多
田
㈠
⒁
、
多
田
㈠
⒂
、
多
田
㈠
⒃
、
多
田
㈠
⒄
、
立

石
町
㈠
⑴
、
立
石
町
㈠
⑵
、
立
石
町
㈠
⑶
、
立
石
町
㈠
⑷
、
田
原
㈠
⑴
、
近
延
㈠
⑴
、
近
延
㈠
⑵
、

近
延
㈠
⑶
、
近
延
㈠
⑷
、
近
延
㈠
⑸
、
近
延
㈠
⑹
、
近
延
㈠
⑺
、
近
延
㈠
⑻
、
近
延
㈠
⑼
、
近
延
㈠

⑽
、
近
延
㈠
⑾
、
通
津
㈠
⑴
、
通
津
㈠
⑵
、
通
津
㈠
⑶
、
通
津
㈠
⑷
、
通
津
㈠
⑸
、
通
津
㈠
⑹
、
通

津
㈠
⑺
、
通
津
㈠
⑻
、
通
津
㈠
⑼
、
通
津
㈠
⑽
、
通
津
㈠
⑾
、
通
津
㈠
⑿
、
通
津
㈠
⒀
、
通
津
㈠

⒁
、
通
津
㈠
⒃
、
通
津
㈠
⒄
、
通
津
㈠
⒅
、
通
津
㈠
⒆
、
通
津
㈠
⒇
、
通
津
㈠
⚦
、
通
津
㈠
⚧
、
通
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津
㈠
⚨
、
通
津
㈠
⚩
、
通
津
㈠
⚪
、
通
津
㈠
⚫
、
通
津
㈠
⚬
、
通
津
㈠
⚭
、
通
津
㈠
⚮
、
通
津
㈠

⚯
、
通
津
㈠
⚰
、
通
津
㈠
⚱
、
通
津
㈠
⚲
、
通
津
㈠
⚳
、
通
津
㈠
⚴
、
通
津
㈠
⚵
、
通
津
㈠
⚶
、
通

津
㈠
⚷
、
通
津
㈠
⚸
、
通
津
㈠
⚹
、
通
津
㈠
⚺
、
通
津
㈠
⚻
、
通
津
㈠
⚼
、
通
津
㈠
⚽
、
通
津
㈠

⚾
、
通
津
㈠
⚿
、
通
津
㈠
⛀
、
寺
山
㈠
⑴
、
寺
山
㈠
⑵
、
寺
山
㈠
⑶
、
寺
山
㈠
⑷
、
寺
山
㈠
⑸
、
寺

山
㈠
⑹
、
寺
山
㈠
⑺
、
寺
山
㈠
⑻
、
寺
山
㈠
⑼
、
寺
山
㈠
⑽
、
天
尾
㈠
⑴
、
天
尾
㈠
⑵
、
天
尾
㈠

⑶
、
天
尾
㈠
⑷
、
天
尾
㈠
⑸
、
天
尾
㈠
⑹
、
天
尾
㈠
⑺
、
天
尾
㈠
⑻
、
天
尾
㈠
⑼
、
天
尾
㈠
⑽
、
天

尾
㈠
⑾
、
天
尾
㈠
⑿
、
天
尾
㈠
⒀
、
天
尾
㈠
⒁
、
天
尾
㈠
⒂
、
天
尾
㈠
⒃
、
天
尾
㈠
⒄
、
天
尾
㈠

⒅
、
天
尾
㈠
⒆
、
天
尾
㈠
⒇
、
天
尾
㈠
⚦
、
天
尾
㈠
⚧
、
天
尾
㈠
⚨
、
長
野
㈠
⑴
、
長
野
㈠
⑵
、
長

野
㈠
⑶
、
長
野
㈠
⑷
、
長
野
㈠
⑸
、
長
野
㈠
⑹
、
長
野
㈠
⑺
、
長
野
㈠
⑻
、
長
野
㈠
⑼
、
長
野
㈠

⑽
、
長
野
㈠
⑾
、
長
野
㈠
⑿
、
長
野
㈠
⒀
、
長
野
㈠
⒁
、
長
野
㈠
⒂
、
長
野
㈠
⒃
、
長
野
㈠
⒄
、
長

野
㈠
⒅
、
長
野
㈠
⒆
、
長
野
㈠
⒇
、
長
野
㈠
⚦
、
長
野
㈠
⚧
、
長
野
㈠
⚨
、
長
野
㈠
⚩
、
長
野
㈠

⚪
、
長
野
㈠
⚫
、
長
野
㈠
⚬
、
長
野
㈠
⚭
、
錦
見
㈠
⑴
、
錦
見
㈠
⑵
、
錦
見
㈠
⑶
、
錦
見
㈠
⑷
、
錦

見
㈠
⑸
、
錦
見
㈠
⑹
、
錦
見
㈠
⑺
、
錦
見
㈠
⑻
、
錦
見
㈠
⑼
、
錦
見
㈠
⑽
、
錦
見
㈠
⑾
、
錦
見
㈠

⑿
、
錦
見
㈠
⒀
、
錦
見
㈠
⒁
、
錦
見
㈠
⒂
、
錦
見
㈠
⒃
、
錦
見
㈠
⒄
、
錦
見
㈠
⒅
、
柱
島
㈠
⑴
、
柱

島
㈠
⑵
、
柱
島
㈠
⑶
、
柱
島
㈠
⑷
、
柱
島
㈠
⑸
、
柱
島
㈠
⑹
、
柱
島
㈠
⑺
、
柱
島
㈠
⑻
、
柱
島
㈠

⑼
、
柱
島
㈠
⑽
、
柱
島
㈠
⑾
、
柱
島
㈠
⑿
、
柱
島
㈠
⒀
、
柱
島
㈠
⒁
、
柱
野
㈠
⑴
、
柱
野
㈠
⑵
、
柱

野
㈠
⑶
、
柱
野
㈠
⑷
、
柱
野
㈠
⑸
、
柱
野
㈠
⑹
、
柱
野
㈠
⑺
、
柱
野
㈠
⑻
、
柱
野
㈠
⑼
、
柱
野
㈠

⑽
、
柱
野
㈠
⑾
、
柱
野
㈠
⑿
、
柱
野
㈠
⒀
、
柱
野
㈠
⒁
、
柱
野
㈠
⒂
、
柱
野
㈠
⒃
、
柱
野
㈠
⒄
、
柱

野
㈠
⒅
、
柱
野
㈠
⒆
、
柱
野
㈠
⒇
、
柱
野
㈠
⚦
、
柱
野
㈠
⚧
、
柱
野
㈠
⚨
、
柱
野
㈠
⚩
、
柱
野
㈠

⚪
、
柱
野
㈠
⚫
、
柱
野
㈠
⚬
、
柱
野
㈠
⚭
、
柱
野
㈠
⚮
、
柱
野
㈠
⚯
、
廿
木
㈠
⑴
、
廿
木
㈠
⑵
、
廿

木
㈠
⑶
、
廿
木
㈠
⑷
、
廿
木
㈠
⑸
、
廿
木
㈠
⑹
、
廿
木
㈠
⑺
、
廿
木
㈠
⑻
、
廿
木
㈠
⑼
、
廿
木
㈠

⑽
、
廿
木
㈠
⑾
、
廿
木
㈠
⑿
、
廿
木
㈠
⒀
、
廿
木
㈠
⒁
、
土
生
㈠
⑴
、
土
生
㈠
⑵
、
土
生
㈠
⑶
、
土

生
㈠
⑷
、
土
生
㈠
⑸
、
土
生
㈠
⑹
、
土
生
㈠
⑺
、
土
生
㈠
⑻
、
平
田
㈠
⑴
、
平
田
㈠
⑵
、
平
田
㈠

⑶
、
平
田
㈠
⑷
、
平
田
㈠
⑸
、
平
田
㈠
⑹
、
平
田
㈠
⑺
、
平
田
㈠
⑻
、
平
田
㈠
⑼
、
平
田
㈠
⑽
、
平

田
㈠
⑾
、
平
田
㈠
⑿
、
平
田
㈠
⒀
、
平
田
㈠
⒁
、
平
田
㈠
⒂
、
平
田
㈠
⒃
、
平
田
㈠
⒄
、
平
田
㈠

⒅
、
平
田
㈠
⒆
、
平
田
㈠
⒇
、
平
田
㈠
⚦
、
平
田
㈠
⚧
、
平
田
㈠
⚨
、
平
田
㈠
⚩
、
平
田
㈠
⚪
、
平

田
㈠
⚫
、
平
田
㈠
⚬
、
平
田
㈠
⚭
、
平
田
㈠
⚮
、
平
田
㈠
⚯
、
平
田
㈠
⚰
、
平
田
㈠
⚱
、
平
田
㈠

⚲
、
平
田
㈠
⚳
、
平
田
㈠
⚴
、
平
田
㈠
⚵
、
平
田
㈠
⚶
、
平
田
㈠
⚷
、
平
田
㈠
⚸
、
平
田
㈠
⚹
、
平

田
㈠
⚺
、
平
田
㈠
⚻
、
平
田
㈠
⚼
、
平
田
㈠
⚽
、
平
田
㈠
⚾
、
平
田
㈠
⚿
、
平
田
㈠
⛀
、
平
田
㈠

⛁
、
平
田
㈠
⛂
、
平
田
㈠
⛃
、
平
田
㈠
⛄
、
平
田
㈠
⛅
、
平
田
㈠
⛆
、
平
田
㈠
⛇
、
藤
生
町
㈠
⑴
、

藤
生
町
㈠
⑵
、
藤
生
町
㈠
⑶
、
藤
生
町
㈠
⑷
、
藤
生
町
㈠
⑸
、
藤
生
町
㈠
⑹
、
藤
生
町
㈠
⑺
、
藤
生

町
㈠
⑻
、
藤
生
町
㈠
⑼
、
藤
生
町
㈠
⑽
、
藤
生
町
㈠
⑾
、
藤
生
町
㈠
⑿
、
藤
生
町
㈠
⒀
、
藤
生
町
㈠

⒁
、
藤
生
町
㈠
⒂
、
藤
生
町
㈠
⒃
、
藤
生
町
㈠
⒄
、
藤
生
町
㈠
⒅
、
藤
生
町
㈠
⒆
、
藤
生
町
㈠
⒇
、

藤
生
町
㈠
⚦
、
藤
生
町
㈠
⚧
、
藤
生
町
㈠
⚨
、
藤
生
町
㈠
⚩
、
藤
生
町
㈠
⚪
、
藤
生
町
㈠
⚫
、
藤
生

町
㈠
⚬
、
藤
生
町
㈠
⚭
、
藤
生
町
㈠
⚮
、
藤
生
町
㈠
⚯
、
藤
生
町
㈠
⚰
、
藤
生
町
㈠
⚱
、
藤
生
町
㈠

⚲
、
藤
生
町
㈠
⚳
、
藤
生
町
㈠
⚴
、
藤
生
町
㈠
⚵
、
藤
生
町
㈠
⚶
、
藤
生
町
㈠
⚷
、
藤
生
町
㈠
⚸
、

藤
生
町
㈠
⚹
、
藤
生
町
㈠
⚺
、
藤
生
町
㈠
⚻
、
藤
生
町
㈠
⚼
、
二
鹿
㈠
⑴
、
二
鹿
㈠
⑵
、
二
鹿
㈠

⑶
、
二
鹿
㈠
⑷
、
二
鹿
㈠
⑸
、
二
鹿
㈠
⑹
、
二
鹿
㈠
⑺
、
二
鹿
㈠
⑻
、
二
鹿
㈠
⑼
、
二
鹿
㈠
⑽
、
二

鹿
㈠
⑾
、
二
鹿
㈠
⑿
、
二
鹿
㈠
⒀
、
二
鹿
㈠
⒁
、
保
木
㈠
⑴
、
保
木
㈠
⑵
、
保
木
㈠
⑶
、
保
木
㈠

⑷
、
保
木
㈠
⑸
、
保
木
㈠
⑹
、
保
木
㈠
⑺
、
保
木
㈠
⑻
、
保
木
㈠
⑼
、
保
木
㈠
⑽
、
保
木
㈠
⑾
、
保

津
町
㈠
⑴
、
保
津
町
㈠
⑵
、
保
津
町
㈠
⑶
、
保
津
町
㈠
⑷
、
保
津
町
㈠
⑸
、
保
津
町
㈠
⑹
、
保
津
町

㈠
⑺
、
保
津
町
㈠
⑻
、
保
津
町
㈠
⑼
、
保
津
町
㈠
⑽
、
保
津
町
㈠
⑾
、
保
津
町
㈠
⑿
、
保
津
町
㈠

⒀
、
保
津
町
㈠
⒁
、
保
津
町
㈠
⒂
、
保
津
町
㈠
⒃
、
保
津
町
㈠
⒄
、
保
津
町
㈠
⒅
、
保
津
町
㈠
⒆
、

御
庄
㈠
⑴
、
御
庄
㈠
⑵
、
御
庄
㈠
⑶
、
御
庄
㈠
⑷
、
御
庄
㈠
⑸
、
御
庄
㈠
⑹
、
御
庄
㈠
⑺
、
御
庄
㈠

⑻
、
御
庄
㈠
⑼
、
御
庄
㈠
⑽
、
御
庄
㈠
⑾
、
御
庄
㈠
⑿
、
御
庄
㈠
⒀
、
御
庄
㈠
⒁
、
御
庄
㈠
⒂
、
御

庄
㈠
⒃
、
御
庄
㈠
⒄
、
御
庄
㈠
⒅
、
御
庄
㈠
⒆
、
御
庄
㈠
⒇
、
御
庄
㈠
⚦
、
御
庄
㈠
⚧
、
御
庄
㈠

⚨
、
海
土
路
町
㈠
⑴
、
海
土
路
町
㈠
⑵
、
海
土
路
町
㈠
⑶
、
海
土
路
町
㈠
⑷
、
海
土
路
町
㈠
⑸
、
海

土
路
町
㈠
⑹
、
海
土
路
町
㈠
⑺
、
海
土
路
町
㈠
⑻
、
海
土
路
町
㈠
⑼
、
海
土
路
町
㈠
⑽
、
海
土
路
町

㈠
⑾
、
海
土
路
町
㈠
⑿
、
海
土
路
町
㈠
⒀
、
海
土
路
町
㈠
⒁
、
海
土
路
町
㈠
⒂
、
海
土
路
町
㈠
⒃
、

海
土
路
町
㈠
⒄
、
海
土
路
町
㈠
⒅
、
海
土
路
町
㈠
⒆
、
海
土
路
町
㈠
⒇
、
海
土
路
町
㈠
⚦
、
海
土
路

町
㈠
⚧
、
海
土
路
町
㈠
⚨
、
海
土
路
町
㈠
⚩
、
海
土
路
町
㈠
⚪
、
海
土
路
町
㈠
⚫
、
海
土
路
町
㈠

⚬
、
海
土
路
町
㈠
⚭
、
海
土
路
町
㈠
⚮
、
南
岩
国
町
㈠
⑴
、
南
岩
国
町
㈠
⑵
、
南
岩
国
町
㈠
⑶
、
南

岩
国
町
㈠
⑷
、
南
岩
国
町
㈠
⑸
、
南
岩
国
町
㈠
⑹
、
南
岩
国
町
㈠
⑺
、
南
岩
国
町
㈠
⑻
、
南
岩
国
町

㈠
⑼
、
南
岩
国
町
㈠
⑽
、
南
岩
国
町
㈠
⑾
、
南
岩
国
町
㈠
⑿
、
南
岩
国
町
㈠
⒀
、
南
岩
国
町
㈠
⒁
、

南
岩
国
町
㈠
⒂
、
南
岩
国
町
㈠
⒃
、
南
岩
国
町
㈠
⒄
、
南
岩
国
町
㈠
⒅
、
南
岩
国
町
㈠
⒆
、
南
岩
国

町
㈠
⒇
、
南
岩
国
町
㈠
⚦
、
南
岩
国
町
㈠
⚧
、
南
岩
国
町
㈠
⚨
、
南
岩
国
町
㈠
⚩
、
南
岩
国
町
㈠

⚪
、
南
岩
国
町
㈠
⚫
、
南
岩
国
町
㈠
⚬
、
南
岩
国
町
㈠
⚭
、
南
岩
国
町
㈠
⚮
、
南
岩
国
町
㈠
⚯
、
南

岩
国
町
㈠
⚰
、
南
岩
国
町
㈠
⚱
、
南
岩
国
町
㈠
⚲
、
南
岩
国
町
㈠
⚳
、
南
岩
国
町
㈠
⚴
、
南
岩
国
町

㈠
⚶
、
南
岩
国
町
㈠
⚷
、
南
岩
国
町
㈠
⚸
、
南
岩
国
町
㈠
⚹
、
南
岩
国
町
㈠
⚺
、
南
岩
国
町
㈠
⚻
、

南
岩
国
町
㈠
⚼
、
南
岩
国
町
㈠
⚽
、
南
岩
国
町
㈠
⚾
、
南
岩
国
町
㈠
⚿
、
南
岩
国
町
㈠
⛀
、
室
の
木

町
㈠
⑴
、
室
の
木
町
㈠
⑵
、
室
の
木
町
㈠
⑶
、
室
の
木
町
㈠
⑷
、
室
の
木
町
㈠
⑸
、
室
の
木
町
㈠

⑹
、
室
の
木
町
㈠
⑺
、
室
の
木
町
㈠
⑻
、
室
の
木
町
㈠
⑼
、
室
の
木
町
㈠
⑽
、
室
の
木
町
㈠
⑾
、
室

の
木
町
㈠
⑿
、
室
の
木
町
㈠
⒀
、
室
の
木
町
㈠
⒁
、
室
の
木
町
㈠
⒂
、
室
の
木
町
㈠
⒃
、
室
の
木
町

㈠
⒄
、
室
の
木
町
㈠
⒅
、
室
の
木
町
㈠
⒆
、
室
の
木
町
㈠
⒇
、
室
の
木
町
㈠
⚦
、
室
の
木
町
㈠
⚧
、

室
の
木
町
㈠
⚨
、
室
の
木
町
㈠
⚩
、
持
国
㈠
⑴
、
持
国
㈠
⑵
、
門
前
町
㈠
⑴
、
門
前
町
㈠
⑵
、
門
前

町
㈠
⑶
、
門
前
町
㈠
⑷
、
門
前
町
㈠
⑸
、
門
前
町
㈠
⑹
、
山
手
町
㈠
⑴
、
山
手
町
㈠
⑵
、
山
手
町
㈠

⑶
、
山
手
町
㈠
⑷
、
山
手
町
㈠
⑸
、
山
手
町
㈠
⑹
、
山
手
町
㈠
⑺
、
山
手
町
㈠
⑻
、
山
手
町
㈠
⑼
、

山
手
町
㈠
⑽
、
山
手
町
㈠
⑾
、
山
手
町
㈠
⑿
、
山
手
町
㈠
⒀
、
山
手
町
㈠
⒁
、
山
手
町
㈠
⒂
、
山
手
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町
㈠
⒃
、
山
手
町
㈠
⒄
、
行
波
㈠
⑴
、
行
波
㈠
⑵
、
行
波
㈠
⑶
、
行
波
㈠
⑷
、
行
波
㈠
⑸
、
行
波
㈠

⑹
、
行
波
㈠
⑺
、
行
波
㈠
⑻
、
行
波
㈠
⑼
、
行
正
㈠
⑴
、
行
正
㈠
⑵
、
行
正
㈠
⑶
、
行
正
㈠
⑷
、
横

山
㈠
⑴
、
横
山
㈠
⑵
、
横
山
㈠
⑶
、
横
山
㈠
⑷
、
横
山
㈠
⑸
、
横
山
㈠
⑹
、
横
山
㈠
⑺
、
六
呂
師
㈠

⑴
、
六
呂
師
㈠
⑵
、
六
呂
師
㈠
⑶
、
六
呂
師
㈠
⑷
、
六
呂
師
㈠
⑸
、
六
呂
師
㈠
⑹
、
六
呂
師
㈠
⑺
、

六
呂
師
㈠
⑻
、
六
呂
師
㈠
⑼
、
六
呂
師
㈠
⑽
、
六
呂
師
㈠
⑾
、
六
呂
師
㈠
⑿
、
六
呂
師
㈠
⒀
、
六
呂

師
㈠
⒁
、
六
呂
師
㈠
⒂
、
六
呂
師
㈠
⒃
、
六
呂
師
㈠
⒄
、
六
呂
師
㈠
⒅
、
六
呂
師
㈠
⒆
、
六
呂
師
㈠

⒇
、
由
宇
町
㈠
⑴
、
由
宇
町
㈠
⑵
、
由
宇
町
㈠
⑶
、
由
宇
町
㈠
⑷
、
由
宇
町
㈠
⑸
、
由
宇
町
㈠
⑹
、

由
宇
町
㈠
⑺
、
由
宇
町
㈠
⑻
、
由
宇
町
㈠
⑼
、
由
宇
町
㈠
⑽
、
由
宇
町
㈠
⑾
、
由
宇
町
㈠
⑿
、
由
宇

町
㈠
⒀
、
由
宇
町
㈠
⒁
、
由
宇
町
㈠
⒂
、
由
宇
町
㈠
⒃
、
由
宇
町
㈠
⒄
、
由
宇
町
㈠
⒅
、
由
宇
町
㈠

⒆
、
由
宇
町
㈠
⒇
、
由
宇
町
㈠
⚦
、
由
宇
町
㈠
⚧
、
由
宇
町
㈠
⚨
、
由
宇
町
㈠
⚩
、
由
宇
町
㈠
⚪
、

由
宇
町
㈠
⚫
、
由
宇
町
㈠
⚬
、
由
宇
町
㈠
⚭
、
由
宇
町
㈠
⚮
、
由
宇
町
㈠
⚯
、
由
宇
町
㈠
⚰
、
由
宇

町
㈠
⚱
、
由
宇
町
㈠
⚲
、
由
宇
町
㈠
⚳
、
由
宇
町
㈠
⚴
、
由
宇
町
㈠
⚵
、
由
宇
町
㈠
⚶
、
由
宇
町
㈠

⚷
、
由
宇
町
㈠
⚸
、
由
宇
町
㈠
⚹
、
由
宇
町
㈠
⚺
、
由
宇
町
㈠
⚻
、
由
宇
町
㈠
⚼
、
由
宇
町
㈠
⚽
、

由
宇
町
㈠
⚾
、
由
宇
町
㈠
⚿
、
由
宇
町
㈠
⛀
、
由
宇
町
㈠
⛁
、
由
宇
町
㈠
⛂
、
由
宇
町
㈠
⛃
、
由
宇

町
㈠
⛄
、
由
宇
町
㈠
⛅
、
由
宇
町
㈠
⛆
、
由
宇
町
㈠
⛇
、
由
宇
町
㈠
⛈
、
由
宇
町
㈠
⛉
、
由
宇
町
㈠

⛊
、
由
宇
町
㈠
⛋
、
由
宇
町
㈠
⛌
、
由
宇
町
㈠
⛍
、
由
宇
町
㈠
⛎
、
由
宇
町
㈠
⛏
、
由
宇
町
㈠
⛐
、

由
宇
町
㈠
⛑
、
由
宇
町
㈠
⛒
、
由
宇
町
㈠
⛓
、
由
宇
町
㈠
⛔
、
由
宇
町
㈠
⛕
、
由
宇
町
㈠
⛖
、
由
宇

町
㈠
⛗
、
由
宇
町
㈠
⛘
、
由
宇
町
㈠
⛙
、
由
宇
町
㈠
⛚
、
由
宇
町
㈠
⛛
、
由
宇
町
㈠
⛜
、
由
宇
町
㈠

⛝
、
由
宇
町
㈠
⛞
、
由
宇
町
㈠
⛟
、
由
宇
町
㈠
⛠
、
由
宇
町
㈠
⛡
、
由
宇
町
㈠
⛢
、
由
宇
町
㈠
⛣
、

由
宇
町
㈠
⛤
、
由
宇
町
㈠
⛥
、
由
宇
町
㈠
⛦
、
由
宇
町
㈠
⛧
、
由
宇
町
㈠
⛨
、
由
宇
町
㈠
⛩
、
由
宇

町
㈠
⛪
、
由
宇
町
㈠
⛫
、
由
宇
町
㈠
⛬
、
由
宇
町
㈠
⛭
、
由
宇
町
㈠
⛮
、
由
宇
町
㈠
⛯
、
由
宇
町
㈠

⛰
、
由
宇
町
㈠
⛱
、
由
宇
町
北
㈠
⑴
、
由
宇
町
北
㈠
⑵
、
由
宇
町
北
㈠
⑶
、
由
宇
町
北
㈠
⑷
、
由
宇

町
北
㈠
⑸
、
由
宇
町
北
㈠
⑹
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑴
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑵
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑶
、
由
宇

町
神
東
㈠
⑷
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑸
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑹
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑺
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑻
、

由
宇
町
神
東
㈠
⑼
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑽
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑾
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑿
、
由
宇
町
神
東
㈠

⒀
、
由
宇
町
神
東
㈠
⒁
、
由
宇
町
神
東
㈠
⒂
、
由
宇
町
神
東
㈠
⒃
、
由
宇
町
神
東
㈠
⒄
、
由
宇
町
神

東
㈠
⒅
、
由
宇
町
神
東
㈠
⒆
、
由
宇
町
神
東
㈠
⒇
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚦
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚧
、
由
宇

町
神
東
㈠
⚨
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚩
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚪
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚫
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚬
、

由
宇
町
神
東
㈠
⚭
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚮
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚯
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚰
、
由
宇
町
神
東
㈠

⚱
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚲
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚳
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚴
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚵
、
由
宇
町
神

東
㈠
⚶
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚷
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚸
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚹
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚺
、
由
宇

町
神
東
㈠
⚻
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚼
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚽
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚾
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚿
、

由
宇
町
神
東
㈠
⛀
、
由
宇
町
神
東
㈠
⛁
、
由
宇
町
千
鳥
ヶ
丘
㈠
⑴
、
由
宇
町
千
鳥
ヶ
丘
㈠
⑵
、
由
宇

町
千
鳥
ヶ
丘
㈠
⑶
、
由
宇
町
千
鳥
ヶ
丘
㈠
⑷
、
由
宇
町
千
鳥
ヶ
丘
㈠
⑸
、
由
宇
町
千
鳥
ヶ
丘
㈠
⑹
、

由
宇
町
中
央
㈠
⑴
、
由
宇
町
西
㈠
⑴
、
由
宇
町
西
㈠
⑵
、
由
宇
町
西
㈠
⑶
、
由
宇
町
西
㈠
⑷
、
由
宇

町
西
㈠
⑸
、
由
宇
町
西
㈠
⑹
、
由
宇
町
西
㈠
⑺
、
由
宇
町
西
㈠
⑻
、
由
宇
町
西
㈠
⑼
、
由
宇
町
西
㈠

⑽
、
由
宇
町
南
㈠
⑴
、
由
宇
町
南
㈠
⑵
、
由
宇
町
南
㈠
⑶
、
由
宇
町
南
㈠
⑷
、
由
宇
町
南
㈠
⑸
、
由

宇
町
南
㈠
⑹
、
由
宇
町
南
㈠
⑺
、
由
宇
町
南
沖
㈠
⑴
、
由
宇
町
由
宇
崎
㈠
⑴

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
岩
国
市
都
市
建
設
部

河
川
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

区
域
の
名
称

相
ノ
谷
㈡
⑴
、
相
ノ
谷
㈡
⑵
、
相
ノ
谷
㈡
⑶
、
相
ノ
谷
㈡
⑷
、
阿
品
㈡
⑴
、
阿
品
㈡
⑵
、
阿
品
㈡

⑶
、
阿
品
㈡
⑷
、
阿
品
㈡
⑸
、
阿
品
㈡
⑹
、
阿
品
㈡
⑺
、
阿
品
㈡
⑻
、
阿
品
㈡
⑼
、
阿
品
㈡
⑽
、
阿

品
㈡
⑾
、
阿
品
㈡
⑿
、
阿
品
㈡
⒀
、
阿
品
㈡
⒁
、
阿
品
㈡
⒂
、
阿
品
㈡
⒃
、
伊
房
㈡
⑴
、
伊
房
㈡

⑵
、
入
野
㈡
⑴
、
入
野
㈡
⑵
、
入
野
㈡
⑶
、
入
野
㈡
⑷
、
岩
国
㈡
⑴
、
岩
国
㈡
⑵
、
上
田
㈡
⑴
、
青

木
町
㈡
⑴
、
青
木
町
㈡
⑵
、
青
木
町
㈡
⑶
、
大
谷
㈡
⑴
、
大
谷
㈡
⑵
、
大
谷
㈡
⑶
、
大
谷
㈡
⑷
、
大

谷
㈡
⑸
、
大
谷
㈡
⑹
、
大
谷
㈡
⑺
、
大
山
㈡
⑴
、
大
山
㈡
⑵
、
大
山
㈡
⑶
、
大
山
㈡
⑷
、
大
山
㈡

⑸
、
大
山
㈡
⑹
、
大
山
㈡
⑺
、
小
瀬
㈡
⑴
、
小
瀬
㈡
⑵
、
小
瀬
㈡
⑶
、
小
瀬
㈡
⑷
、
小
瀬
㈡
⑸
、
小

瀬
㈡
⑹
、
小
瀬
㈡
⑺
、
小
瀬
㈡
⑻
、
小
瀬
㈡
⑼
、
小
瀬
㈡
⑽
、
小
瀬
㈡
⑾
、
小
瀬
㈡
⑿
、
小
瀬
㈡

⒀
、
小
瀬
㈡
⒁
、
小
瀬
㈡
⒂
、
小
瀬
㈡
⒃
、
小
瀬
㈡
⒄
、
小
瀬
㈡
⒅
、
小
瀬
㈡
⒆
、
小
瀬
㈡
⒇
、
小

瀬
㈡
⚦
、
小
瀬
㈡
⚧
、
小
瀬
㈡
⚨
、
叶
木
㈡
⑴
、
叶
木
㈡
⑵
、
叶
木
㈡
⑶
、
叶
木
㈡
⑷
、
川
西
㈡

⑴
、
川
西
㈡
⑵
、
川
西
㈡
⑶
、
川
西
㈡
⑷
、
川
西
㈡
⑸
、
川
西
㈡
⑹
、
瓦
谷
㈡
⑴
、
瓦
谷
㈡
⑵
、
瓦

谷
㈡
⑶
、
瓦
谷
㈡
⑷
、
瓦
谷
㈡
⑸
、
瓦
谷
㈡
⑹
、
瓦
谷
㈡
⑺
、
瓦
谷
㈡
⑻
、
瓦
谷
㈡
⑼
、
杭
名
㈡

⑴
、
杭
名
㈡
⑵
、
杭
名
㈡
⑶
、
杭
名
㈡
⑷
、
黒
磯
町
㈡
⑴
、
下
㈡
⑴
、
下
㈡
⑵
、
下
㈡
⑶
、
守
内
㈡

⑴
、
守
内
㈡
⑵
、
守
内
㈡
⑶
、
守
内
㈡
⑷
、
守
内
㈡
⑸
、
装
束
町
㈡
⑴
、
装
束
町
㈡
⑵
、
装
束
町
㈡

⑶
、
装
束
町
㈡
⑷
、
装
束
町
㈡
⑸
、
新
港
町
㈡
⑴
、
砂
山
町
㈡
⑴
、
砂
山
町
㈡
⑵
、
砂
山
町
㈡
⑶
、

砂
山
町
㈡
⑷
、
砂
山
町
㈡
⑸
、
砂
山
町
㈡
⑹
、
砂
山
町
㈡
⑺
、
角
㈡
⑴
、
関
戸
㈡
⑴
、
関
戸
㈡
⑵
、

関
戸
㈡
⑶
、
関
戸
㈡
⑷
、
関
戸
㈡
⑸
、
関
戸
㈡
⑹
、
関
戸
㈡
⑺
、
関
戸
㈡
⑻
、
関
戸
㈡
⑼
、
関
戸
㈡

⑽
、
関
戸
㈡
⑾
、
竹
安
㈡
⑴
、
竹
安
㈡
⑵
、
多
田
㈡
⑴
、
多
田
㈡
⑵
、
多
田
㈡
⑶
、
多
田
㈡
⑷
、
多

田
㈡
⑸
、
多
田
㈡
⑹
、
多
田
㈡
⑺
、
多
田
㈡
⑻
、
多
田
㈡
⑼
、
多
田
㈡
⑽
、
多
田
㈡
⑾
、
多
田
㈡

⑿
、
立
石
町
㈡
⑴
、
立
石
町
㈡
⑵
、
立
石
町
㈡
⑶
、
立
石
町
㈡
⑷
、
立
石
町
㈡
⑸
、
田
原
㈡
⑴
、
田

原
㈡
⑵
、
田
原
㈡
⑶
、
田
原
㈡
⑷
、
近
延
㈡
⑴
、
近
延
㈡
⑵
、
通
津
㈡
⑴
、
通
津
㈡
⑵
、
通
津
㈡
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⑶
、
通
津
㈡
⑷
、
通
津
㈡
⑸
、
通
津
㈡
⑹
、
通
津
㈡
⑺
、
通
津
㈡
⑻
、
通
津
㈡
⑼
、
通
津
㈡
⑽
、
通

津
㈡
⑾
、
通
津
㈡
⑿
、
通
津
㈡
⒀
、
通
津
㈡
⒁
、
通
津
㈡
⒂
、
通
津
㈡
⒃
、
通
津
㈡
⒄
、
通
津
㈡

⒅
、
通
津
㈡
⒆
、
通
津
㈡
⒇
、
通
津
㈡
⚦
、
通
津
㈡
⚧
、
寺
山
㈡
⑴
、
天
尾
㈡
⑴
、
天
尾
㈡
⑵
、
天

尾
㈡
⑶
、
天
尾
㈡
⑷
、
天
尾
㈡
⑸
、
天
尾
㈡
⑹
、
天
尾
㈡
⑺
、
天
尾
㈡
⑻
、
天
尾
㈡
⑼
、
天
尾
㈡

⑽
、
天
尾
㈡
⑾
、
天
尾
㈡
⑿
、
天
尾
㈡
⒀
、
天
尾
㈡
⒁
、
天
尾
㈡
⒂
、
天
尾
㈡
⒃
、
天
尾
㈡
⒄
、
天

尾
㈡
⒅
、
天
尾
㈡
⒆
、
長
野
㈡
⑴
、
長
野
㈡
⑵
、
長
野
㈡
⑶
、
長
野
㈡
⑷
、
長
野
㈡
⑸
、
長
野
㈡

⑹
、
長
野
㈡
⑺
、
長
野
㈡
⑻
、
長
野
㈡
⑼
、
長
野
㈡
⑽
、
長
野
㈡
⑾
、
長
野
㈡
⑿
、
長
野
㈡
⒀
、
長

野
㈡
⒁
、
長
野
㈡
⒂
、
錦
見
㈡
⑴
、
錦
見
㈡
⑵
、
錦
見
㈡
⑶
、
錦
見
㈡
⑷
、
錦
見
㈡
⑸
、
柱
島
㈡

⑴
、
柱
島
㈡
⑵
、
柱
島
㈡
⑶
、
柱
島
㈡
⑷
、
柱
島
㈡
⑸
、
柱
野
㈡
⑴
、
柱
野
㈡
⑵
、
柱
野
㈡
⑶
、
柱

野
㈡
⑷
、
柱
野
㈡
⑸
、
柱
野
㈡
⑹
、
柱
野
㈡
⑺
、
柱
野
㈡
⑻
、
柱
野
㈡
⑼
、
柱
野
㈡
⑽
、
柱
野
㈡

⑾
、
柱
野
㈡
⑿
、
柱
野
㈡
⒀
、
柱
野
㈡
⒁
、
柱
野
㈡
⒂
、
柱
野
㈡
⒃
、
柱
野
㈡
⒄
、
柱
野
㈡
⒅
、
柱

野
㈡
⒆
、
柱
野
㈡
⒇
、
柱
野
㈡
⚦
、
柱
野
㈡
⚧
、
柱
野
㈡
⚨
、
柱
野
㈡
⚩
、
柱
野
㈡
⚪
、
柱
野
㈡

⚫
、
廿
木
㈡
⑴
、
廿
木
㈡
⑵
、
廿
木
㈡
⑶
、
廿
木
㈡
⑷
、
廿
木
㈡
⑸
、
廿
木
㈡
⑹
、
廿
木
㈡
⑺
、
廿

木
㈡
⑻
、
土
生
㈡
⑴
、
土
生
㈡
⑵
、
土
生
㈡
⑶
、
平
田
㈡
⑴
、
平
田
㈡
⑵
、
平
田
㈡
⑶
、
平
田
㈡

⑷
、
平
田
㈡
⑸
、
平
田
㈡
⑹
、
平
田
㈡
⑺
、
平
田
㈡
⑻
、
平
田
㈡
⑼
、
平
田
㈡
⑽
、
平
田
㈡
⑾
、
平

田
㈡
⑿
、
平
田
㈡
⒀
、
藤
生
町
㈡
⑴
、
藤
生
町
㈡
⑵
、
藤
生
町
㈡
⑶
、
藤
生
町
㈡
⑷
、
藤
生
町
㈡

⑸
、
二
鹿
㈡
⑴
、
二
鹿
㈡
⑵
、
二
鹿
㈡
⑶
、
二
鹿
㈡
⑷
、
二
鹿
㈡
⑸
、
二
鹿
㈡
⑹
、
二
鹿
㈡
⑺
、
二

鹿
㈡
⑻
、
二
鹿
㈡
⑼
、
二
鹿
㈡
⑽
、
二
鹿
㈡
⑾
、
二
鹿
㈡
⑿
、
二
鹿
㈡
⒀
、
二
鹿
㈡
⒁
、
二
鹿
㈡

⒂
、
二
鹿
㈡
⒃
、
二
鹿
㈡
⒄
、
保
木
㈡
⑴
、
保
木
㈡
⑵
、
保
木
㈡
⑶
、
保
木
㈡
⑷
、
保
津
町
㈡
⑴
、

保
津
町
㈡
⑵
、
保
津
町
㈡
⑶
、
保
津
町
㈡
⑷
、
保
津
町
㈡
⑸
、
保
津
町
㈡
⑹
、
保
津
町
㈡
⑺
、
御
庄

㈡
⑴
、
御
庄
㈡
⑵
、
御
庄
㈡
⑶
、
御
庄
㈡
⑷
、
御
庄
㈡
⑸
、
御
庄
㈡
⑹
、
御
庄
㈡
⑺
、
御
庄
㈡
⑻
、

御
庄
㈡
⑼
、
御
庄
㈡
⑽
、
御
庄
㈡
⑾
、
御
庄
㈡
⑿
、
御
庄
㈡
⒀
、
御
庄
㈡
⒁
、
海
土
路
町
㈡
⑴
、
海

土
路
町
㈡
⑵
、
海
土
路
町
㈡
⑶
、
海
土
路
町
㈡
⑷
、
海
土
路
町
㈡
⑸
、
海
土
路
町
㈡
⑹
、
南
岩
国
町

㈡
⑴
、
南
岩
国
町
㈡
⑵
、
南
岩
国
町
㈡
⑶
、
南
岩
国
町
㈡
⑷
、
南
岩
国
町
㈡
⑸
、
室
の
木
町
㈡
⑴
、

室
の
木
町
㈡
⑵
、
室
の
木
町
㈡
⑶
、
室
の
木
町
㈡
⑷
、
室
の
木
町
㈡
⑸
、
室
の
木
町
㈡
⑹
、
室
の
木

町
㈡
⑺
、
室
の
木
町
㈡
⑻
、
室
の
木
町
㈡
⑼
、
門
前
町
㈡
⑴
、
山
手
町
㈡
⑴
、
山
手
町
㈡
⑵
、
山
手

町
㈡
⑶
、
山
手
町
㈡
⑷
、
行
波
㈡
⑴
、
行
波
㈡
⑵
、
行
波
㈡
⑶
、
行
波
㈡
⑷
、
行
波
㈡
⑸
、
行
波
㈡

⑹
、
行
波
㈡
⑺
、
行
波
㈡
⑻
、
行
波
㈡
⑼
、
行
正
㈡
⑴
、
横
山
㈡
⑴
、
横
山
㈡
⑵
、
六
呂
師
㈡
⑴
、

六
呂
師
㈡
⑵
、
六
呂
師
㈡
⑶
、
六
呂
師
㈡
⑷
、
六
呂
師
㈡
⑸
、
六
呂
師
㈡
⑹
、
六
呂
師
㈡
⑺
、
六
呂

師
㈡
⑻
、
六
呂
師
㈡
⑼
、
六
呂
師
㈡
⑽
、
六
呂
師
㈡
⑾
、
六
呂
師
㈡
⑿
、
六
呂
師
㈡
⒀
、
由
宇
町
㈡

⑴
、
由
宇
町
㈡
⑵
、
由
宇
町
㈡
⑶
、
由
宇
町
㈡
⑷
、
由
宇
町
㈡
⑸
、
由
宇
町
㈡
⑹
、
由
宇
町
㈡
⑺
、

由
宇
町
㈡
⑻
、
由
宇
町
㈡
⑼
、
由
宇
町
㈡
⑽
、
由
宇
町
㈡
⑾
、
由
宇
町
㈡
⑿
、
由
宇
町
㈡
⒀
、
由
宇

町
㈡
⒁
、
由
宇
町
㈡
⒂
、
由
宇
町
㈡
⒃
、
由
宇
町
㈡
⒄
、
由
宇
町
㈡
⒅
、
由
宇
町
㈡
⒆
、
由
宇
町
㈡

⚦
、
由
宇
町
㈡
⚧
、
由
宇
町
㈡
⚨
、
由
宇
町
㈡
⚩
、
由
宇
町
㈡
⚪
、
由
宇
町
㈡
⚫
、
由
宇
町
㈡
⚬
、

由
宇
町
㈡
⚭
、
由
宇
町
㈡
⚮
、
由
宇
町
㈡
⚯
、
由
宇
町
㈡
⚰
、
由
宇
町
㈡
⚱
、
由
宇
町
㈡
⚲
、
由
宇

町
㈡
⚳
、
由
宇
町
㈡
⚴
、
由
宇
町
㈡
⚵
、
由
宇
町
㈡
⚶
、
由
宇
町
㈡
⚷
、
由
宇
町
㈡
⚸
、
由
宇
町
㈡

⚹
、
由
宇
町
㈡
⚺
、
由
宇
町
㈡
⚻
、
由
宇
町
㈡
⚼
、
由
宇
町
㈡
⚽
、
由
宇
町
㈡
⚾
、
由
宇
町
㈡
⚿
、

由
宇
町
㈡
⛀
、
由
宇
町
㈡
⛁
、
由
宇
町
㈡
⛂
、
由
宇
町
㈡
⛃
、
由
宇
町
㈡
⛄
、
由
宇
町
㈡
⛅
、
由
宇

町
㈡
⛆
、
由
宇
町
㈡
⛇
、
由
宇
町
㈡
⛈
、
由
宇
町
㈡
⛉
、
由
宇
町
㈡
⛊
、
由
宇
町
㈡
⛋
、
由
宇
町
㈡

⛌
、
由
宇
町
㈡
⛍
、
由
宇
町
㈡
⛎
、
由
宇
町
㈡
⛏
、
由
宇
町
北
㈡
⑴
、
由
宇
町
北
㈡
⑵
、
由
宇
町
北

㈡
⑶
、
由
宇
町
北
㈡
⑷
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑴
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑵
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑶
、
由
宇
町
神

東
㈡
⑷
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑸
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑹
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑺
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑻
、
由
宇

町
神
東
㈡
⑼
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑽
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑾
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑿
、
由
宇
町
神
東
㈡
⒀
、

由
宇
町
神
東
㈡
⒁
、
由
宇
町
神
東
㈡
⒂
、
由
宇
町
神
東
㈡
⒃
、
由
宇
町
神
東
㈡
⒄
、
由
宇
町
神
東
㈡

⒅
、
由
宇
町
神
東
㈡
⒆
、
由
宇
町
神
東
㈡
⒇
、
由
宇
町
神
東
㈡
⚦
、
由
宇
町
神
東
㈡
⚧
、
由
宇
町
神

東
㈡
⚨
、
由
宇
町
神
東
㈡
⚩
、
由
宇
町
神
東
㈡
⚪
、
由
宇
町
神
東
㈡
⚫
、
由
宇
町
千
鳥
ヶ
丘
㈡
⑴
、

由
宇
町
西
㈡
⑴
、
由
宇
町
西
㈡
⑵
、
由
宇
町
西
㈡
⑶
、
由
宇
町
西
㈡
⑷
、
由
宇
町
西
㈡
⑸
、
由
宇
町

西
㈡
⑹
、
由
宇
町
西
㈡
⑺

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
岩
国
市
都
市
建
設
部

河
川
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定

す
る
。平

成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

区
域
の
名
称

相
ノ
谷
㈠
⑴
、
相
ノ
谷
㈠
⑵
、
相
ノ
谷
㈠
⑶
、
相
ノ
谷
㈠
⑷
、
相
ノ
谷
㈠
⑸
、
阿
品
㈠
⑴
、
阿
品

㈠
⑵
、
阿
品
㈠
⑶
、
阿
品
㈠
⑷
、
阿
品
㈠
⑸
、
阿
品
㈠
⑹
、
阿
品
㈠
⑺
、
阿
品
㈠
⑻
、
阿
品
㈠
⑼
、

阿
品
㈠
⑽
、
阿
品
㈠
⑾
、
阿
品
㈠
⑿
、
阿
品
㈠
⒀
、
阿
品
㈠
⒁
、
阿
品
㈠
⒂
、
阿
品
㈠
⒃
、
阿
品
㈠

⒄
、
阿
品
㈠
⒅
、
阿
品
㈠
⒆
、
阿
品
㈠
⒇
、
阿
品
㈠
⚦
、
阿
品
㈠
⚧
、
阿
品
㈠
⚨
、
伊
房
㈠
⑴
、
伊
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房
㈠
⑵
、
伊
房
㈠
⑶
、
伊
房
㈠
⑷
、
伊
房
㈠
⑸
、
伊
房
㈠
⑹
、
伊
房
㈠
⑺
、
今
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⒆
、
平
田
㈠
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⒇
、
平
田
㈠
⚦
、
平
田
㈠
⚧
、
平
田
㈠
⚨
、
平
田
㈠
⚩
、
平
田
㈠
⚪
、
平
田
㈠
⚫
、
平
田
㈠
⚬
、
平

田
㈠
⚮
、
平
田
㈠
⚯
、
平
田
㈠
⚰
、
平
田
㈠
⚱
、
平
田
㈠
⚲
、
平
田
㈠
⚴
、
平
田
㈠
⚵
、
平
田
㈠

⚶
、
平
田
㈠
⚷
、
平
田
㈠
⚸
、
平
田
㈠
⚹
、
平
田
㈠
⚺
、
平
田
㈠
⚻
、
平
田
㈠
⚼
、
平
田
㈠
⚽
、
平

田
㈠
⚾
、
平
田
㈠
⛀
、
平
田
㈠
⛁
、
平
田
㈠
⛂
、
平
田
㈠
⛇
、
藤
生
町
㈠
⑴
、
藤
生
町
㈠
⑵
、
藤
生

町
㈠
⑶
、
藤
生
町
㈠
⑷
、
藤
生
町
㈠
⑸
、
藤
生
町
㈠
⑹
、
藤
生
町
㈠
⑺
、
藤
生
町
㈠
⑻
、
藤
生
町
㈠

⑼
、
藤
生
町
㈠
⑽
、
藤
生
町
㈠
⑾
、
藤
生
町
㈠
⑿
、
藤
生
町
㈠
⒀
、
藤
生
町
㈠
⒁
、
藤
生
町
㈠
⒂
、

藤
生
町
㈠
⒃
、
藤
生
町
㈠
⒄
、
藤
生
町
㈠
⒅
、
藤
生
町
㈠
⒆
、
藤
生
町
㈠
⒇
、
藤
生
町
㈠
⚦
、
藤
生

町
㈠
⚧
、
藤
生
町
㈠
⚨
、
藤
生
町
㈠
⚩
、
藤
生
町
㈠
⚪
、
藤
生
町
㈠
⚫
、
藤
生
町
㈠
⚬
、
藤
生
町
㈠

⚭
、
藤
生
町
㈠
⚮
、
藤
生
町
㈠
⚯
、
藤
生
町
㈠
⚰
、
藤
生
町
㈠
⚱
、
藤
生
町
㈠
⚲
、
藤
生
町
㈠
⚳
、

藤
生
町
㈠
⚴
、
藤
生
町
㈠
⚵
、
藤
生
町
㈠
⚶
、
藤
生
町
㈠
⚷
、
藤
生
町
㈠
⚸
、
藤
生
町
㈠
⚹
、
藤
生

町
㈠
⚺
、
藤
生
町
㈠
⚻
、
藤
生
町
㈠
⚼
、
二
鹿
㈠
⑴
、
二
鹿
㈠
⑵
、
二
鹿
㈠
⑶
、
二
鹿
㈠
⑷
、
二
鹿

㈠
⑸
、
二
鹿
㈠
⑹
、
二
鹿
㈠
⑺
、
二
鹿
㈠
⑻
、
二
鹿
㈠
⑼
、
二
鹿
㈠
⑽
、
二
鹿
㈠
⑾
、
二
鹿
㈠
⑿
、

二
鹿
㈠
⒀
、
二
鹿
㈠
⒁
、
保
木
㈠
⑴
、
保
木
㈠
⑵
、
保
木
㈠
⑶
、
保
木
㈠
⑷
、
保
木
㈠
⑸
、
保
木
㈠

⑹
、
保
木
㈠
⑺
、
保
木
㈠
⑻
、
保
木
㈠
⑼
、
保
木
㈠
⑽
、
保
木
㈠
⑾
、
保
津
町
㈠
⑴
、
保
津
町
㈠

⑵
、
保
津
町
㈠
⑶
、
保
津
町
㈠
⑷
、
保
津
町
㈠
⑸
、
保
津
町
㈠
⑹
、
保
津
町
㈠
⑺
、
保
津
町
㈠
⑻
、

保
津
町
㈠
⑼
、
保
津
町
㈠
⑽
、
保
津
町
㈠
⑾
、
保
津
町
㈠
⑿
、
保
津
町
㈠
⒁
、
保
津
町
㈠
⒂
、
保
津

町
㈠
⒃
、
保
津
町
㈠
⒅
、
保
津
町
㈠
⒆
、
御
庄
㈠
⑴
、
御
庄
㈠
⑵
、
御
庄
㈠
⑶
、
御
庄
㈠
⑷
、
御
庄

㈠
⑸
、
御
庄
㈠
⑹
、
御
庄
㈠
⑻
、
御
庄
㈠
⑼
、
御
庄
㈠
⑽
、
御
庄
㈠
⑾
、
御
庄
㈠
⑿
、
御
庄
㈠
⒀
、

御
庄
㈠
⒁
、
御
庄
㈠
⒂
、
御
庄
㈠
⒃
、
御
庄
㈠
⒄
、
御
庄
㈠
⒅
、
御
庄
㈠
⒆
、
御
庄
㈠
⒇
、
御
庄
㈠

⚦
、
御
庄
㈠
⚧
、
御
庄
㈠
⚨
、
海
土
路
町
㈠
⑴
、
海
土
路
町
㈠
⑵
、
海
土
路
町
㈠
⑶
、
海
土
路
町
㈠

⑷
、
海
土
路
町
㈠
⑸
、
海
土
路
町
㈠
⑹
、
海
土
路
町
㈠
⑺
、
海
土
路
町
㈠
⑻
、
海
土
路
町
㈠
⑼
、
海

土
路
町
㈠
⑽
、
海
土
路
町
㈠
⑾
、
海
土
路
町
㈠
⑿
、
海
土
路
町
㈠
⒀
、
海
土
路
町
㈠
⒁
、
海
土
路
町

㈠
⒂
、
海
土
路
町
㈠
⒃
、
海
土
路
町
㈠
⒄
、
海
土
路
町
㈠
⒅
、
海
土
路
町
㈠
⒆
、
海
土
路
町
㈠
⒇
、

海
土
路
町
㈠
⚦
、
海
土
路
町
㈠
⚧
、
海
土
路
町
㈠
⚨
、
海
土
路
町
㈠
⚩
、
海
土
路
町
㈠
⚫
、
海
土
路

町
㈠
⚬
、
海
土
路
町
㈠
⚭
、
海
土
路
町
㈠
⚮
、
南
岩
国
町
㈠
⑴
、
南
岩
国
町
㈠
⑵
、
南
岩
国
町
㈠

⑶
、
南
岩
国
町
㈠
⑷
、
南
岩
国
町
㈠
⑸
、
南
岩
国
町
㈠
⑹
、
南
岩
国
町
㈠
⑺
、
南
岩
国
町
㈠
⑻
、
南

岩
国
町
㈠
⑼
、
南
岩
国
町
㈠
⑽
、
南
岩
国
町
㈠
⑾
、
南
岩
国
町
㈠
⑿
、
南
岩
国
町
㈠
⒀
、
南
岩
国
町

㈠
⒁
、
南
岩
国
町
㈠
⒂
、
南
岩
国
町
㈠
⒃
、
南
岩
国
町
㈠
⒄
、
南
岩
国
町
㈠
⒆
、
南
岩
国
町
㈠
⒇
、

南
岩
国
町
㈠
⚦
、
南
岩
国
町
㈠
⚧
、
南
岩
国
町
㈠
⚨
、
南
岩
国
町
㈠
⚩
、
南
岩
国
町
㈠
⚪
、
南
岩
国

町
㈠
⚫
、
南
岩
国
町
㈠
⚬
、
南
岩
国
町
㈠
⚭
、
南
岩
国
町
㈠
⚮
、
南
岩
国
町
㈠
⚯
、
南
岩
国
町
㈠

⚰
、
南
岩
国
町
㈠
⚱
、
南
岩
国
町
㈠
⚲
、
南
岩
国
町
㈠
⚳
、
南
岩
国
町
㈠
⚶
、
南
岩
国
町
㈠
⚷
、
南

岩
国
町
㈠
⚸
、
南
岩
国
町
㈠
⚹
、
南
岩
国
町
㈠
⚺
、
南
岩
国
町
㈠
⚻
、
南
岩
国
町
㈠
⚼
、
南
岩
国
町

㈠
⚾
、
南
岩
国
町
㈠
⚿
、
室
の
木
町
㈠
⑴
、
室
の
木
町
㈠
⑵
、
室
の
木
町
㈠
⑶
、
室
の
木
町
㈠
⑷
、

室
の
木
町
㈠
⑸
、
室
の
木
町
㈠
⑹
、
室
の
木
町
㈠
⑺
、
室
の
木
町
㈠
⑻
、
室
の
木
町
㈠
⑼
、
室
の
木

町
㈠
⑽
、
室
の
木
町
㈠
⑾
、
室
の
木
町
㈠
⑿
、
室
の
木
町
㈠
⒀
、
室
の
木
町
㈠
⒁
、
室
の
木
町
㈠

⒂
、
室
の
木
町
㈠
⒃
、
室
の
木
町
㈠
⒄
、
室
の
木
町
㈠
⒅
、
室
の
木
町
㈠
⒆
、
室
の
木
町
㈠
⒇
、
室

の
木
町
㈠
⚦
、
室
の
木
町
㈠
⚨
、
室
の
木
町
㈠
⚩
、
持
国
㈠
⑴
、
持
国
㈠
⑵
、
門
前
町
㈠
⑴
、
門
前

町
㈠
⑵
、
門
前
町
㈠
⑶
、
門
前
町
㈠
⑷
、
門
前
町
㈠
⑸
、
門
前
町
㈠
⑹
、
山
手
町
㈠
⑴
、
山
手
町
㈠

⑵
、
山
手
町
㈠
⑶
、
山
手
町
㈠
⑷
、
山
手
町
㈠
⑸
、
山
手
町
㈠
⑹
、
山
手
町
㈠
⑺
、
山
手
町
㈠
⑻
、

山
手
町
㈠
⑼
、
山
手
町
㈠
⑽
、
山
手
町
㈠
⑾
、
山
手
町
㈠
⑿
、
山
手
町
㈠
⒀
、
山
手
町
㈠
⒃
、
山
手

町
㈠
⒄
、
行
波
㈠
⑴
、
行
波
㈠
⑵
、
行
波
㈠
⑶
、
行
波
㈠
⑷
、
行
波
㈠
⑸
、
行
波
㈠
⑹
、
行
波
㈠

⑺
、
行
波
㈠
⑻
、
行
波
㈠
⑼
、
行
正
㈠
⑴
、
行
正
㈠
⑵
、
行
正
㈠
⑶
、
行
正
㈠
⑷
、
横
山
㈠
⑴
、
横

山
㈠
⑵
、
横
山
㈠
⑶
、
横
山
㈠
⑷
、
横
山
㈠
⑸
、
横
山
㈠
⑹
、
横
山
㈠
⑺
、
六
呂
師
㈠
⑴
、
六
呂
師

㈠
⑵
、
六
呂
師
㈠
⑶
、
六
呂
師
㈠
⑷
、
六
呂
師
㈠
⑸
、
六
呂
師
㈠
⑹
、
六
呂
師
㈠
⑺
、
六
呂
師
㈠

⑻
、
六
呂
師
㈠
⑼
、
六
呂
師
㈠
⑽
、
六
呂
師
㈠
⑾
、
六
呂
師
㈠
⑿
、
六
呂
師
㈠
⒀
、
六
呂
師
㈠
⒁
、

六
呂
師
㈠
⒂
、
六
呂
師
㈠
⒃
、
六
呂
師
㈠
⒄
、
六
呂
師
㈠
⒅
、
六
呂
師
㈠
⒆
、
六
呂
師
㈠
⒇
、
由
宇

町
㈠
⑴
、
由
宇
町
㈠
⑵
、
由
宇
町
㈠
⑶
、
由
宇
町
㈠
⑷
、
由
宇
町
㈠
⑸
、
由
宇
町
㈠
⑹
、
由
宇
町
㈠

⑺
、
由
宇
町
㈠
⑻
、
由
宇
町
㈠
⑼
、
由
宇
町
㈠
⑽
、
由
宇
町
㈠
⑾
、
由
宇
町
㈠
⑿
、
由
宇
町
㈠
⒀
、

由
宇
町
㈠
⒁
、
由
宇
町
㈠
⒂
、
由
宇
町
㈠
⒃
、
由
宇
町
㈠
⒄
、
由
宇
町
㈠
⒅
、
由
宇
町
㈠
⒆
、
由
宇

町
㈠
⒇
、
由
宇
町
㈠
⚦
、
由
宇
町
㈠
⚧
、
由
宇
町
㈠
⚨
、
由
宇
町
㈠
⚩
、
由
宇
町
㈠
⚪
、
由
宇
町
㈠

⚫
、
由
宇
町
㈠
⚬
、
由
宇
町
㈠
⚭
、
由
宇
町
㈠
⚮
、
由
宇
町
㈠
⚯
、
由
宇
町
㈠
⚰
、
由
宇
町
㈠
⚱
、

由
宇
町
㈠
⚲
、
由
宇
町
㈠
⚳
、
由
宇
町
㈠
⚴
、
由
宇
町
㈠
⚵
、
由
宇
町
㈠
⚶
、
由
宇
町
㈠
⚷
、
由
宇

町
㈠
⚸
、
由
宇
町
㈠
⚹
、
由
宇
町
㈠
⚺
、
由
宇
町
㈠
⚻
、
由
宇
町
㈠
⚼
、
由
宇
町
㈠
⚽
、
由
宇
町
㈠

⚾
、
由
宇
町
㈠
⚿
、
由
宇
町
㈠
⛀
、
由
宇
町
㈠
⛁
、
由
宇
町
㈠
⛂
、
由
宇
町
㈠
⛃
、
由
宇
町
㈠
⛄
、

由
宇
町
㈠
⛅
、
由
宇
町
㈠
⛆
、
由
宇
町
㈠
⛇
、
由
宇
町
㈠
⛈
、
由
宇
町
㈠
⛉
、
由
宇
町
㈠
⛊
、
由
宇

町
㈠
⛋
、
由
宇
町
㈠
⛌
、
由
宇
町
㈠
⛎
、
由
宇
町
㈠
⛏
、
由
宇
町
㈠
⛐
、
由
宇
町
㈠
⛑
、
由
宇
町
㈠

⛒
、
由
宇
町
㈠
⛓
、
由
宇
町
㈠
⛔
、
由
宇
町
㈠
⛕
、
由
宇
町
㈠
⛖
、
由
宇
町
㈠
⛗
、
由
宇
町
㈠
⛘
、

由
宇
町
㈠
⛙
、
由
宇
町
㈠
⛚
、
由
宇
町
㈠
⛛
、
由
宇
町
㈠
⛜
、
由
宇
町
㈠
⛝
、
由
宇
町
㈠
⛞
、
由
宇

町
㈠
⛟
、
由
宇
町
㈠
⛠
、
由
宇
町
㈠
⛡
、
由
宇
町
㈠
⛢
、
由
宇
町
㈠
⛣
、
由
宇
町
㈠
⛤
、
由
宇
町
㈠

⛥
、
由
宇
町
㈠
⛦
、
由
宇
町
㈠
⛧
、
由
宇
町
㈠
⛨
、
由
宇
町
㈠
⛩
、
由
宇
町
㈠
⛪
、
由
宇
町
㈠
⛫
、

由
宇
町
㈠
⛬
、
由
宇
町
㈠
⛭
、
由
宇
町
㈠
⛯
、
由
宇
町
㈠
⛰
、
由
宇
町
㈠
⛱
、
由
宇
町
北
㈠
⑴
、
由

宇
町
北
㈠
⑵
、
由
宇
町
北
㈠
⑶
、
由
宇
町
北
㈠
⑷
、
由
宇
町
北
㈠
⑸
、
由
宇
町
北
㈠
⑹
、
由
宇
町
神

東
㈠
⑴
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑵
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑶
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑷
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑸
、
由
宇

町
神
東
㈠
⑹
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑺
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑻
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑼
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑽
、

由
宇
町
神
東
㈠
⑾
、
由
宇
町
神
東
㈠
⑿
、
由
宇
町
神
東
㈠
⒀
、
由
宇
町
神
東
㈠
⒁
、
由
宇
町
神
東
㈠

⒂
、
由
宇
町
神
東
㈠
⒃
、
由
宇
町
神
東
㈠
⒄
、
由
宇
町
神
東
㈠
⒅
、
由
宇
町
神
東
㈠
⒆
、
由
宇
町
神

東
㈠
⒇
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚦
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚧
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚨
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚩
、
由
宇

町
神
東
㈠
⚪
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚫
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚬
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚭
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚮
、
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由
宇
町
神
東
㈠
⚯
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚰
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚱
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚲
、
由
宇
町
神
東
㈠

⚳
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚴
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚵
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚶
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚷
、
由
宇
町
神

東
㈠
⚸
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚹
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚺
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚻
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚼
、
由
宇

町
神
東
㈠
⚽
、
由
宇
町
神
東
㈠
⚾
、
由
宇
町
神
東
㈠
⛀
、
由
宇
町
神
東
㈠
⛁
、
由
宇
町
千
鳥
ヶ
丘
㈠

⑴
、
由
宇
町
千
鳥
ヶ
丘
㈠
⑵
、
由
宇
町
千
鳥
ヶ
丘
㈠
⑶
、
由
宇
町
千
鳥
ヶ
丘
㈠
⑷
、
由
宇
町
千
鳥
ヶ

丘
㈠
⑸
、
由
宇
町
千
鳥
ヶ
丘
㈠
⑹
、
由
宇
町
中
央
㈠
⑴
、
由
宇
町
西
㈠
⑴
、
由
宇
町
西
㈠
⑵
、
由
宇

町
西
㈠
⑶
、
由
宇
町
西
㈠
⑷
、
由
宇
町
西
㈠
⑸
、
由
宇
町
西
㈠
⑹
、
由
宇
町
西
㈠
⑺
、
由
宇
町
西
㈠

⑻
、
由
宇
町
西
㈠
⑼
、
由
宇
町
西
㈠
⑽
、
由
宇
町
南
㈠
⑴
、
由
宇
町
南
㈠
⑵
、
由
宇
町
南
㈠
⑶
、
由

宇
町
南
㈠
⑷
、
由
宇
町
南
㈠
⑸
、
由
宇
町
南
㈠
⑹
、
由
宇
町
南
㈠
⑺
、
由
宇
町
南
沖
㈠
⑴
、
由
宇
町

由
宇
崎
㈠
⑴

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四

建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
岩
国
市
都
市
建
設
部

河
川
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

区
域
の
名
称

相
ノ
谷
㈡
⑴
、
相
ノ
谷
㈡
⑵
、
相
ノ
谷
㈡
⑶
、
相
ノ
谷
㈡
⑷
、
阿
品
㈡
⑴
、
阿
品
㈡
⑵
、
阿
品
㈡

⑶
、
阿
品
㈡
⑷
、
阿
品
㈡
⑸
、
阿
品
㈡
⑹
、
阿
品
㈡
⑺
、
阿
品
㈡
⑻
、
阿
品
㈡
⑼
、
阿
品
㈡
⑽
、
阿

品
㈡
⑾
、
阿
品
㈡
⑿
、
阿
品
㈡
⒀
、
阿
品
㈡
⒁
、
阿
品
㈡
⒂
、
阿
品
㈡
⒃
、
伊
房
㈡
⑴
、
伊
房
㈡

⑵
、
入
野
㈡
⑴
、
入
野
㈡
⑵
、
入
野
㈡
⑶
、
入
野
㈡
⑷
、
岩
国
㈡
⑵
、
青
木
町
㈡
⑵
、
青
木
町
㈡

⑶
、
大
谷
㈡
⑴
、
大
谷
㈡
⑵
、
大
谷
㈡
⑶
、
大
谷
㈡
⑷
、
大
谷
㈡
⑸
、
大
谷
㈡
⑺
、
大
山
㈡
⑴
、
大

山
㈡
⑵
、
大
山
㈡
⑶
、
大
山
㈡
⑷
、
大
山
㈡
⑸
、
大
山
㈡
⑹
、
大
山
㈡
⑺
、
小
瀬
㈡
⑴
、
小
瀬
㈡

⑵
、
小
瀬
㈡
⑶
、
小
瀬
㈡
⑷
、
小
瀬
㈡
⑸
、
小
瀬
㈡
⑹
、
小
瀬
㈡
⑺
、
小
瀬
㈡
⑻
、
小
瀬
㈡
⑼
、
小

瀬
㈡
⑾
、
小
瀬
㈡
⑿
、
小
瀬
㈡
⒀
、
小
瀬
㈡
⒁
、
小
瀬
㈡
⒂
、
小
瀬
㈡
⒃
、
小
瀬
㈡
⒄
、
小
瀬
㈡

⒅
、
小
瀬
㈡
⒆
、
小
瀬
㈡
⒇
、
小
瀬
㈡
⚦
、
小
瀬
㈡
⚧
、
小
瀬
㈡
⚨
、
叶
木
㈡
⑴
、
叶
木
㈡
⑵
、
叶

木
㈡
⑷
、
川
西
㈡
⑷
、
川
西
㈡
⑹
、
瓦
谷
㈡
⑴
、
瓦
谷
㈡
⑵
、
瓦
谷
㈡
⑶
、
瓦
谷
㈡
⑷
、
瓦
谷
㈡

⑸
、
瓦
谷
㈡
⑹
、
瓦
谷
㈡
⑺
、
瓦
谷
㈡
⑻
、
瓦
谷
㈡
⑼
、
杭
名
㈡
⑴
、
杭
名
㈡
⑵
、
杭
名
㈡
⑶
、
杭

名
㈡
⑷
、
下
㈡
⑴
、
下
㈡
⑵
、
下
㈡
⑶
、
守
内
㈡
⑴
、
守
内
㈡
⑵
、
守
内
㈡
⑶
、
守
内
㈡
⑷
、
守
内

㈡
⑸
、
装
束
町
㈡
⑴
、
装
束
町
㈡
⑵
、
装
束
町
㈡
⑸
、
砂
山
町
㈡
⑴
、
砂
山
町
㈡
⑵
、
砂
山
町
㈡

⑶
、
砂
山
町
㈡
⑸
、
砂
山
町
㈡
⑹
、
砂
山
町
㈡
⑺
、
角
㈡
⑴
、
関
戸
㈡
⑴
、
関
戸
㈡
⑶
、
関
戸
㈡

⑸
、
関
戸
㈡
⑺
、
関
戸
㈡
⑻
、
関
戸
㈡
⑼
、
関
戸
㈡
⑽
、
関
戸
㈡
⑾
、
竹
安
㈡
⑴
、
竹
安
㈡
⑵
、
多

田
㈡
⑴
、
多
田
㈡
⑵
、
多
田
㈡
⑶
、
多
田
㈡
⑷
、
多
田
㈡
⑸
、
多
田
㈡
⑹
、
多
田
㈡
⑺
、
多
田
㈡

⑻
、
多
田
㈡
⑼
、
多
田
㈡
⑽
、
多
田
㈡
⑿
、
立
石
町
㈡
⑷
、
田
原
㈡
⑴
、
田
原
㈡
⑵
、
田
原
㈡
⑶
、

田
原
㈡
⑷
、
近
延
㈡
⑴
、
近
延
㈡
⑵
、
通
津
㈡
⑴
、
通
津
㈡
⑵
、
通
津
㈡
⑶
、
通
津
㈡
⑷
、
通
津
㈡

⑸
、
通
津
㈡
⑹
、
通
津
㈡
⑺
、
通
津
㈡
⑻
、
通
津
㈡
⑼
、
通
津
㈡
⑽
、
通
津
㈡
⑿
、
通
津
㈡
⒀
、
通

津
㈡
⒁
、
通
津
㈡
⒂
、
通
津
㈡
⒃
、
通
津
㈡
⒄
、
通
津
㈡
⒅
、
通
津
㈡
⒆
、
通
津
㈡
⒇
、
通
津
㈡

⚧
、
寺
山
㈡
⑴
、
天
尾
㈡
⑴
、
天
尾
㈡
⑵
、
天
尾
㈡
⑶
、
天
尾
㈡
⑷
、
天
尾
㈡
⑸
、
天
尾
㈡
⑹
、
天

尾
㈡
⑺
、
天
尾
㈡
⑻
、
天
尾
㈡
⑼
、
天
尾
㈡
⑽
、
天
尾
㈡
⑾
、
天
尾
㈡
⒀
、
天
尾
㈡
⒂
、
天
尾
㈡

⒃
、
天
尾
㈡
⒄
、
天
尾
㈡
⒅
、
天
尾
㈡
⒆
、
長
野
㈡
⑴
、
長
野
㈡
⑵
、
長
野
㈡
⑶
、
長
野
㈡
⑷
、
長

野
㈡
⑸
、
長
野
㈡
⑹
、
長
野
㈡
⑺
、
長
野
㈡
⑻
、
長
野
㈡
⑼
、
長
野
㈡
⑽
、
長
野
㈡
⑾
、
長
野
㈡

⑿
、
長
野
㈡
⒀
、
長
野
㈡
⒁
、
長
野
㈡
⒂
、
錦
見
㈡
⑴
、
錦
見
㈡
⑷
、
錦
見
㈡
⑸
、
柱
島
㈡
⑴
、
柱

島
㈡
⑷
、
柱
島
㈡
⑸
、
柱
野
㈡
⑵
、
柱
野
㈡
⑶
、
柱
野
㈡
⑷
、
柱
野
㈡
⑸
、
柱
野
㈡
⑹
、
柱
野
㈡

⑺
、
柱
野
㈡
⑻
、
柱
野
㈡
⑼
、
柱
野
㈡
⑽
、
柱
野
㈡
⑾
、
柱
野
㈡
⑿
、
柱
野
㈡
⒀
、
柱
野
㈡
⒁
、
柱

野
㈡
⒂
、
柱
野
㈡
⒃
、
柱
野
㈡
⒄
、
柱
野
㈡
⒅
、
柱
野
㈡
⒆
、
柱
野
㈡
⒇
、
柱
野
㈡
⚧
、
柱
野
㈡

⚨
、
柱
野
㈡
⚩
、
柱
野
㈡
⚫
、
廿
木
㈡
⑴
、
廿
木
㈡
⑶
、
廿
木
㈡
⑷
、
廿
木
㈡
⑸
、
廿
木
㈡
⑹
、
廿

木
㈡
⑺
、
廿
木
㈡
⑻
、
土
生
㈡
⑴
、
土
生
㈡
⑶
、
平
田
㈡
⑴
、
平
田
㈡
⑶
、
平
田
㈡
⑷
、
平
田
㈡

⑸
、
平
田
㈡
⑹
、
平
田
㈡
⑺
、
平
田
㈡
⑻
、
平
田
㈡
⑼
、
平
田
㈡
⑽
、
平
田
㈡
⑾
、
平
田
㈡
⑿
、
藤

生
町
㈡
⑴
、
藤
生
町
㈡
⑵
、
藤
生
町
㈡
⑶
、
藤
生
町
㈡
⑷
、
藤
生
町
㈡
⑸
、
二
鹿
㈡
⑴
、
二
鹿
㈡

⑵
、
二
鹿
㈡
⑶
、
二
鹿
㈡
⑷
、
二
鹿
㈡
⑸
、
二
鹿
㈡
⑹
、
二
鹿
㈡
⑺
、
二
鹿
㈡
⑻
、
二
鹿
㈡
⑼
、
二

鹿
㈡
⑽
、
二
鹿
㈡
⑾
、
二
鹿
㈡
⑿
、
二
鹿
㈡
⒀
、
二
鹿
㈡
⒁
、
二
鹿
㈡
⒂
、
二
鹿
㈡
⒃
、
二
鹿
㈡

⒄
、
保
木
㈡
⑴
、
保
木
㈡
⑵
、
保
木
㈡
⑶
、
保
津
町
㈡
⑴
、
保
津
町
㈡
⑵
、
保
津
町
㈡
⑶
、
保
津
町

㈡
⑸
、
保
津
町
㈡
⑺
、
御
庄
㈡
⑴
、
御
庄
㈡
⑵
、
御
庄
㈡
⑶
、
御
庄
㈡
⑷
、
御
庄
㈡
⑸
、
御
庄
㈡

⑹
、
御
庄
㈡
⑺
、
御
庄
㈡
⑻
、
御
庄
㈡
⑼
、
御
庄
㈡
⑾
、
御
庄
㈡
⑿
、
御
庄
㈡
⒀
、
御
庄
㈡
⒁
、
海

土
路
町
㈡
⑴
、
海
土
路
町
㈡
⑵
、
海
土
路
町
㈡
⑶
、
海
土
路
町
㈡
⑷
、
海
土
路
町
㈡
⑸
、
海
土
路
町

㈡
⑹
、
南
岩
国
町
㈡
⑴
、
南
岩
国
町
㈡
⑵
、
南
岩
国
町
㈡
⑶
、
南
岩
国
町
㈡
⑸
、
室
の
木
町
㈡
⑵
、

室
の
木
町
㈡
⑶
、
室
の
木
町
㈡
⑷
、
室
の
木
町
㈡
⑸
、
室
の
木
町
㈡
⑹
、
室
の
木
町
㈡
⑺
、
室
の
木

町
㈡
⑻
、
室
の
木
町
㈡
⑼
、
門
前
町
㈡
⑴
、
山
手
町
㈡
⑴
、
山
手
町
㈡
⑵
、
山
手
町
㈡
⑶
、
山
手
町

㈡
⑷
、
行
波
㈡
⑴
、
行
波
㈡
⑵
、
行
波
㈡
⑶
、
行
波
㈡
⑷
、
行
波
㈡
⑸
、
行
波
㈡
⑹
、
行
波
㈡
⑻
、

行
波
㈡
⑼
、
横
山
㈡
⑴
、
横
山
㈡
⑵
、
六
呂
師
㈡
⑴
、
六
呂
師
㈡
⑵
、
六
呂
師
㈡
⑶
、
六
呂
師
㈡

⑷
、
六
呂
師
㈡
⑸
、
六
呂
師
㈡
⑹
、
六
呂
師
㈡
⑺
、
六
呂
師
㈡
⑻
、
六
呂
師
㈡
⑼
、
六
呂
師
㈡
⑽
、

六
呂
師
㈡
⑾
、
六
呂
師
㈡
⑿
、
六
呂
師
㈡
⒀
、
由
宇
町
㈡
⑴
、
由
宇
町
㈡
⑵
、
由
宇
町
㈡
⑶
、
由
宇

町
㈡
⑷
、
由
宇
町
㈡
⑸
、
由
宇
町
㈡
⑹
、
由
宇
町
㈡
⑺
、
由
宇
町
㈡
⑻
、
由
宇
町
㈡
⑼
、
由
宇
町
㈡

⑿
、
由
宇
町
㈡
⒀
、
由
宇
町
㈡
⒁
、
由
宇
町
㈡
⒂
、
由
宇
町
㈡
⒃
、
由
宇
町
㈡
⒄
、
由
宇
町
㈡
⒅
、
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由
宇
町
㈡
⒆
、
由
宇
町
㈡
⚦
、
由
宇
町
㈡
⚧
、
由
宇
町
㈡
⚨
、
由
宇
町
㈡
⚩
、
由
宇
町
㈡
⚪
、
由
宇

町
㈡
⚫
、
由
宇
町
㈡
⚬
、
由
宇
町
㈡
⚭
、
由
宇
町
㈡
⚮
、
由
宇
町
㈡
⚯
、
由
宇
町
㈡
⚰
、
由
宇
町
㈡

⚱
、
由
宇
町
㈡
⚲
、
由
宇
町
㈡
⚳
、
由
宇
町
㈡
⚴
、
由
宇
町
㈡
⚵
、
由
宇
町
㈡
⚶
、
由
宇
町
㈡
⚷
、

由
宇
町
㈡
⚸
、
由
宇
町
㈡
⚹
、
由
宇
町
㈡
⚺
、
由
宇
町
㈡
⚻
、
由
宇
町
㈡
⚼
、
由
宇
町
㈡
⚽
、
由
宇

町
㈡
⚾
、
由
宇
町
㈡
⚿
、
由
宇
町
㈡
⛀
、
由
宇
町
㈡
⛁
、
由
宇
町
㈡
⛂
、
由
宇
町
㈡
⛃
、
由
宇
町
㈡

⛄
、
由
宇
町
㈡
⛅
、
由
宇
町
㈡
⛇
、
由
宇
町
㈡
⛈
、
由
宇
町
㈡
⛉
、
由
宇
町
㈡
⛊
、
由
宇
町
㈡
⛋
、

由
宇
町
㈡
⛌
、
由
宇
町
㈡
⛍
、
由
宇
町
㈡
⛎
、
由
宇
町
㈡
⛏
、
由
宇
町
北
㈡
⑴
、
由
宇
町
北
㈡
⑶
、

由
宇
町
北
㈡
⑷
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑴
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑵
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑶
、
由
宇
町
神
東
㈡

⑸
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑹
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑻
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑼
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑽
、
由
宇
町
神

東
㈡
⑾
、
由
宇
町
神
東
㈡
⑿
、
由
宇
町
神
東
㈡
⒀
、
由
宇
町
神
東
㈡
⒁
、
由
宇
町
神
東
㈡
⒂
、
由
宇

町
神
東
㈡
⒃
、
由
宇
町
神
東
㈡
⒄
、
由
宇
町
神
東
㈡
⒅
、
由
宇
町
神
東
㈡
⚦
、
由
宇
町
神
東
㈡
⚧
、

由
宇
町
神
東
㈡
⚨
、
由
宇
町
神
東
㈡
⚩
、
由
宇
町
神
東
㈡
⚪
、
由
宇
町
神
東
㈡
⚫
、
由
宇
町
千
鳥
ヶ

丘
㈡
⑴
、
由
宇
町
西
㈡
⑴
、
由
宇
町
西
㈡
⑵
、
由
宇
町
西
㈡
⑶
、
由
宇
町
西
㈡
⑷
、
由
宇
町
西
㈡

⑸
、
由
宇
町
西
㈡
⑹
、
由
宇
町
西
㈡
⑺

二

区
域
の
範
囲

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

四

建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
必
要
な
衝
撃
に
関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
砂
防
課
及
び
岩
国
市
都
市
建
設
部

河
川
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

（
四
八
三
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十

九
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
下
関
市
産
業

振
興
部
産
業
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

（
仮
称
）
コ
ー
プ
や
ま
ぐ
ち
新
下
関
店

所
在
地

下
関
市
秋
根
西
町
二
丁
目
六
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
や
ま

ぐ
ち

山
口
市
小
郡
上
郷
九
〇
一
の
二
一

岡
崎

悟

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

名
氏
名
又
は
名
称

住

所

代
表
者
の
氏
名

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
や
ま

ぐ
ち

山
口
市
小
郡
上
郷
九
〇
一
の
二
一

岡
崎

悟

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
二
十
九
年
七
月
九
日

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

二
、
三
〇
六
平
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

㈠

駐
車
場
の
収
容
台
数

八
五
台

㈡

駐
輪
場
の
収
容
台
数

三
〇
台

㈢

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

五
四
平
方
メ
ー
ト
ル

㈣

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

二
一
立
方
メ
ー
ト
ル

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

氏

名

又

は

名

称

開
店
時
刻

閉
店
時
刻

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
や
ま
ぐ
ち

午
前
八
時

午
後
一
二
時

㈡

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
翌
日
の
午
前
零
時
三
十
分
ま
で

㈢

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

一
四
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二
箇
所

㈣

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

八

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日

（
四
八
四
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
、

山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
宇
部
市
産
業
振
興
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま

す
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

エ
デ
ィ
オ
ン
宇
部
店

所
在
地

宇
部
市
神
原
町
二
丁
目
六
番
四
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
一
八
号

久
保

允
誉

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

久
保

允
誉

友
則

和
寿

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
デ
オ
デ
オ

〃

〃

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

五

変
更
年
月
日

平
成
十
五
年
七
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

エ
デ
ィ
オ
ン
宇
部
店

所
在
地

宇
部
市
神
原
町
二
丁
目
六
番
四
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
一
八
号

久
保

允
誉

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
氏
名

又
は
名
称

株
式
会
社
デ
オ
デ
オ

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

友
則

和
寿

久
保

允
誉

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン
Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

株
式
会
社
デ
オ
デ
オ

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

〃

友
則

和
寿

久
保

允
誉

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

エ
デ
ィ
オ
ン
宇
部
店

所
在
地

宇
部
市
神
原
町
二
丁
目
六
番
四
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
一
八
号

久
保

允
誉

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

一
六
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大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

久
保

允
誉

友
則

和
寿

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン
Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

〃

〃

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

エ
デ
ィ
オ
ン
宇
部
店

所
在
地

宇
部
市
神
原
町
二
丁
目
六
番
四
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
一
八
号

久
保

允
誉

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

デ
オ
デ
オ
宇
部
店

エ
デ
ィ
オ
ン
宇
部
店

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

（
四
八
五
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
、

山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
山
口
市
経
済
産
業
部
ふ
る
さ
と
産
業
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧

に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

エ
デ
ィ
オ
ン
山
口
本
店

所
在
地

山
口
市
平
井
九
〇

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
一
八
号

久
保

允
誉

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
氏
名

又
は
名
称

株
式
会
社
デ
オ
デ
オ

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

友
則

和
寿

久
保

允
誉

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン
Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

株
式
会
社
デ
オ
デ
オ

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

〃

友
則

和
寿

久
保

允
誉

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

エ
デ
ィ
オ
ン
山
口
本
店

所
在
地

山
口
市
平
井
九
〇

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
一
八
号

久
保

允
誉

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

一
六
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変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

久
保

允
誉

友
則

和
寿

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン
Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

〃

〃

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

エ
デ
ィ
オ
ン
山
口
本
店

所
在
地

山
口
市
平
井
九
〇

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
一
八
号

久
保

允
誉

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

デ
オ
デ
オ
山
口
本
店

エ
デ
ィ
オ
ン
山
口
本
店

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

（
四
八
六
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
、

山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
防
府
市
産
業
振
興
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま

す
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

エ
デ
ィ
オ
ン
防
府
店

所
在
地

防
府
市
高
倉
一
丁
目
三
番
三
二
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
一
八
号

久
保

允
誉

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
氏
名

又
は
名
称

株
式
会
社
デ
オ
デ
オ

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

友
則

和
寿

久
保

允
誉

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン
Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

株
式
会
社
デ
オ
デ
オ

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

〃

友
則

和
寿

久
保

允
誉

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

エ
デ
ィ
オ
ン
防
府
店

所
在
地

防
府
市
高
倉
一
丁
目
三
番
三
二
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
一
八
号

久
保

允
誉

一
八
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三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

久
保

允
誉

友
則

和
寿

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン
Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

〃

〃

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

エ
デ
ィ
オ
ン
防
府
店

所
在
地

防
府
市
高
倉
一
丁
目
三
番
三
二
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
一
八
号

久
保

允
誉

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

デ
オ
デ
オ
防
府
店

エ
デ
ィ
オ
ン
防
府
店

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

（
四
八
七
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
、

山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
岩
国
市
産
業
振
興
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま

す
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

エ
デ
ィ
オ
ン
岩
国
店

所
在
地

岩
国
市
麻
里
布
町
七
丁
目
九
番
四
〇
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
一
八
号

久
保

允
誉

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
氏
名

又
は
名
称

株
式
会
社
デ
オ
デ
オ

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

友
則

和
寿

久
保

允
誉

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン
Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

株
式
会
社
デ
オ
デ
オ

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

〃

友
則

和
寿

久
保

允
誉

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

エ
デ
ィ
オ
ン
岩
国
店

所
在
地

岩
国
市
麻
里
布
町
七
丁
目
九
番
四
〇
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

一
八
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株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
一
八
号

久
保

允
誉

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

久
保

允
誉

友
則

和
寿

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン
Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

〃

〃

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

エ
デ
ィ
オ
ン
岩
国
店

所
在
地

岩
国
市
麻
里
布
町
七
丁
目
九
番
四
〇
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
一
八
号

久
保

允
誉

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

デ
オ
デ
オ
岩
国
店

エ
デ
ィ
オ
ン
岩
国
店

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

（
四
八
八
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
、

山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
柳
井
市
経
済
部
商
工
観
光
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

エ
デ
ィ
オ
ン
柳
井
店

所
在
地

柳
井
市
南
町
五
丁
目
一
番
五
六
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
一
八
号

久
保

允
誉

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
氏
名

又
は
名
称

株
式
会
社
デ
オ
デ
オ

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

友
則

和
寿

久
保

允
誉

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン
Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

株
式
会
社
デ
オ
デ
オ

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

〃

友
則

和
寿

久
保

允
誉

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

エ
デ
ィ
オ
ン
柳
井
店

所
在
地

柳
井
市
南
町
五
丁
目
一
番
五
六
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

二
〇
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株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
一
八
号

久
保

允
誉

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

久
保

允
誉

友
則

和
寿

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン
Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

〃

〃

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

エ
デ
ィ
オ
ン
柳
井
店

所
在
地

柳
井
市
南
町
五
丁
目
一
番
五
六
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
一
八
号

久
保

允
誉

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

デ
オ
デ
オ
柳
井
店

エ
デ
ィ
オ
ン
柳
井
店

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

（
四
八
九
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
、

山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
周
南
市
経
済
産
業
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま

す
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
周
南
久
米
Ａ
街
区

所
在
地

周
南
市
周
南
都
市
計
画
事
業
久
米
中
央
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
三
八
街
区
一
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
株
式
会
社

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
の
一

大
門

淳

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（
仮
称
）
イ
オ
ン
タ
ウ
ン
周
南
久

米
Ａ
区
画

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
周
南
久
米
Ａ
街
区

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
五
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
五
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
周
南
久
米
Ｂ
街
区

所
在
地

周
南
市
周
南
都
市
計
画
事
業
久
米
中
央
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
四
〇
街
区
一
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
株
式
会
社

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
の
一

大
門

淳

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

変

更

前

変

更

後

二
〇
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大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（
仮
称
）
イ
オ
ン
タ
ウ
ン
周
南
久

米
Ｂ
区
画

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
周
南
久
米
Ｂ
街
区

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
五
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
五
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
周
南
久
米
Ｃ
街
区

所
在
地

周
南
市
周
南
都
市
計
画
事
業
久
米
中
央
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
三
七
街
区
一
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
株
式
会
社

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
の
一

大
門

淳

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

更

前

変

更

後

大
規
模
小
売
店
舗
の

名
称

（
仮
称
）
イ
オ
ン
タ
ウ

ン
周
南
久
米
Ｃ
区
画

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
周
南
久

米
Ｃ
街
区

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ツ
ル
ハ
グ
ル
ー
プ
ド

ラ
ッ
グ
＆
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
西
日
本

―
―

株
式
会
社
ツ
ル
ハ
グ

ル
ー
プ
ド
ラ
ッ
グ
＆

フ
ァ
ー
マ
シ
ー
西
日
本

株
式
会
社
ひ
か
り
プ
ラ
ス

―
―

株
式
会
社
ひ
か
り
プ
ラ

ス

竹
村
電
機
株
式
会
社

―
―

竹
村
電
機
株
式
会
社

株
式
会
社
ヨ
ネ
ザ
ワ

―
―

株
式
会
社
ヨ
ネ
ザ
ワ

吉
田

俊
哉

―
―

吉
田

俊
哉

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
住
所

株
式
会
社
ツ
ル
ハ
グ
ル
ー
プ
ド

ラ
ッ
グ
＆
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
西
日
本

―
―

広
島
市
西
区
井
口
明
神

一
丁
目
一
番
一
〇
号

株
式
会
社
ひ
か
り
プ
ラ
ス

―
―

周
南
市
新
地
町
二
四
八

四
の
九

竹
村
電
機
株
式
会
社

―
―

周
南
市
今
宿
町
三
丁
目

一
の
一

株
式
会
社
ヨ
ネ
ザ
ワ

―
―

熊
本
市
中
央
区
水
前
寺

六
丁
目
一
番
三
八
号

吉
田

俊
哉

―
―

周
南
市
大
字
久
米
一
四

六
二

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
ツ
ル
ハ
グ
ル
ー
プ
ド

ラ
ッ
グ
＆
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
西
日
本

―
―

村
上

正
一

株
式
会
社
ひ
か
り
プ
ラ
ス

―
―

児
玉

篤

竹
村
電
機
株
式
会
社

―
―

竹
村

恭
典

株
式
会
社
ヨ
ネ
ザ
ワ

―
―

米
澤

房
朝

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
五
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
五
日

（
四
九
〇
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ト
ミ
ー
ズ
タ
ウ
ン
新
下
関

所
在
地

下
関
市
秋
根
西
町
二
丁
目
六
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計

二
、
六
一
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

三

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計

零
平
方
メ
ー
ト
ル

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
日

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日

（
四
九
一
）
岩
国
港
港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
条
の
三
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
岩
国
港

二
二
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港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

岩
国
港
港
湾
管
理
者

山
口
県

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

港
湾
計
画
の
変
更
の
概
要

平
成
十
二
年
四
月
二
十
五
日
山
口
県
公
告
（
一
八
四
）
に
よ
り
そ
の
概
要
を
公
告
し
た
岩
国
港
港

湾
計
画
に
つ
い
て
変
更
し
た
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

㈠

水
域
施
設
計
画

イ

航
路
の
追
加

地

区

名

水

深

（
メ
ー
ト
ル
)
幅

員

（
メ
ー
ト
ル
)

ṗ

地

区

四
・
五

三
五

ロ

泊
地
の
追
加

地

区

名

水

深

（
メ
ー
ト
ル
)
面

積

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
)

ṗ

地

区

四
・
五

三

㈡

係
留
施
設
計
画

岸
壁

地

区

名
項

目
公
共
用
又
は

専
用
の
別

水

深

（
メ
ー
ト
ル
)

バ

ー

ス

数

又

は

延

長

用

途

ṗ

地

区
変
更
前

専

用

四
・
〇

一
バ
ー
ス
一
般
船
用

変
更
後

〃

四
・
五

一
バ
ー
ス
〃

㈢

臨
港
交
通
施
設
計
画

道
路
の
削
除

名

称

起

点

終

点

車

線

数

臨
港
道
路
南
部
港
線

藤
生
埠ふ

頭

一
般
国
道
一
八
八
号

二

㈣

土
地
造
成
計
画

地

区

名
項

目

面

積

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
)

藤
生
地
区
変
更
前

二
四

変
更
後

二
一

㈤

土
地
利
用
計
画

イ

計
画

地

区

名

項

目

面

積

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
)

用

途

藤

生

地

区

変
更
前

三
埠ふ

頭

用

地

変
更
後

一
〃

ロ

計
画
の
削
除

地

区

名

面

積

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
)

用

途

藤

生

地

区

一
交

通

機

能

用

地

㈥

そ
の
他
の
計
画

イ

小
型
船
だ
ま
り
計
画
の
追
加

地

区

名

港

湾

施

設

新

港

地

区

小
型
桟
橋

ṗ

地

区

防
波
堤

藤

生

地

区

防
波
堤

ロ

小
型
船
だ
ま
り
計
画
の
削
除

二
三
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地

区

名

港

湾

施

設

藤

生

地

区

泊
地

防
波
堤

物
揚
場

埠ふ

頭
用
地

二

港
湾
計
画
の
縦
覧
の
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
港
湾
課

（
四
九
二
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

下
松
市
望
町
四
丁
目

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

山
口
市
白
石
二
丁
目
八
番
二
五
号

阿
部

勝
博公

安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
規
程
第
六
号

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
元
年
山
口
県
公
安
委

員
会
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
十
三
の
表
第
三
十
三
条
第
一
項
の
項
中「

報
告
又
は
資
料
の
徴
収
」

を「
報
告
又
は
資

料
の
徴
収
並
び
に
立
入
検
査
及
び
質
問
」

に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
一
の
表
第
三
十
三
条
第
一
項
の
項
中「

立
入
検
査
」

を「
立
入
検
査
及
び
質
問
」

に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

雑

報

公
文
書
の
開
示
の
状
況
の
公
表

山
口
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
九
年
山
口
県
条
例
第
十
八
号
）
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
七
年
度
に
お
け
る
公
文
書
の
開
示
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

⚑
公
文
書
の
開
示
の
請
求
又
は
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況

公
文
書
の
開
示
の
請
求
又
は
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

⑴
開
示
の
請
求
又
は
申
出
の
件
数
等

（
単
位
件
）

開
示
の
請
求
又
は
申

出
の
件
数

処
理

状
況

開
示

部
分
開
示

非
開
示

未
処
理

そ
の
他

4,947

（
724)

3,746

（
65)

906

（
525)

69

（
127)

24

202
（
7)

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
未
処
理
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

⑵
実
施
機
関
別
の
内
訳

（
単
位
件
）

実
施
機
関
の
区
分

開
示
の
請

求
又
は
申

出
の
件
数

処
理

状
況

開
示

部
分
開
示

非
開
示

未
処
理

そ
の
他

総
務

部

228
（
1)

11

211
（
1)

0

1

5

総
合
企
画
部

13

8

2

0

0

3

知
産
業
戦
略
部

0

0

0

0

0

0

環
境
生
活
部

151
（
1)

109
（
1)

33

0

0

9

二
四
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健
康
福
祉
部

227

（
39)

88

101

（
39)

4

2

32

商
工
労
働
部

29

26

1

0

0

2

農
林
水
産
部

666
（
7)

640
（
7)

8

1

4

13

事
土
木
建
築
部

2,858

（
35)

2,559

（
30)

176
（
5)

2

8

113

会
計
管
理
局

2

0

2

0

0

0

計

4,174

（
83)

3,441

（
38)

534

（
45)

7

15

177

議
会

34

23

11

0

0

0

教
育
委
員
会

59

36

19

0

0

4

選
挙
管
理
委
員
会

106

55

48

0

1

2

人
事
委
員
会

0

0

0

0

0

0

監
査

委
員

0

0

0

0

0

0

公
安
委
員
会

0

0

0

0

0

0

警
察
本
部
長

474

（
637)

99

（
25)

294

（
478)

61

（
127)

7

13
（
7)

労
働
委
員
会

0

0

0

0

0

0

収
用
委
員
会

0

0

0

0

0

0

日
本
海
海
区
漁
業
調
整

委
員
会

0

0

0

0

0

0

瀬
戸
内
海
海
区
漁
業
調

整
委
員
会

0

0

0

0

0

0

内
水
面
漁
場
管
理
委
員

会

0

0

0

0

0

0

公
営
企
業
管
理
者

89
（
1)

86
（
1)

0

0

1

2

地
方
独
立
行
政
法
人

11
（
3)

6
（
1)

0
（
2)

1

0

4
合

計

4,947

（
724)

3,746

（
65)

906

（
525)

69

（
127)

24

202
（
7)

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
未
処
理
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

⑶
開
示
を
し
な
い
理
由
の
内
訳

（
単
位
件
）

開
示
を
し
な
い
理
由
の
区
分

部
分
開
示

非
開
示

合
計

法
令

秘
等

情
報
（
第
１
号
)

0

（
167)

0

0

（
167)

個
人

情
報
（
第
２
号
)

623

（
523)

63

（
127)

686

（
650)

法
人

等
情

報
（
第
３
号
)

521

（
180)

0

521

（
180)

犯
罪

捜
査

等
情

報
（
第
４
号
)

160

（
468)

60

（
127)

220

（
595)

意
思

形
成

過
程

情
報
（
第
５
号
)

88

（
167)

5

93

（
167)

行
政

運
営

情
報
（
第
６
号
)

193

（
244)

2

195

（
244)

協
力
・
信
頼
関
係
情
報
（
第
７
号
)

1

（
167)

62

（
127)

63

（
294)

合
議

制
機

関
等

情
報
（
第
８
号
)

6

0

6

合
計

1,592

（
1,916)

192

（
381)

1,784

（
2,297)

備
考１
「
開
示
を
し
な
い
理
由
の
区
分
」
欄
の
（
）
内
は
、
山
口
県
情
報
公
開
条
例
第
11条
の
号
名
で
あ
る
。

２
「
部
分
開
示
」
欄
及
び
「
合
計
」
欄
の
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
未
処
理
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ

り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

３
事
案
に
よ
り
複
数
の
開
示
を
し
な
い
理
由
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
た
め
、
合
計
件
数
は
、
⑴
の
表
の
部

分
開
示
の
件
数
と
非
開
示
の
件
数
と
の
合
計
件
数
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
。

⚒
不
服
申
立
て
又
は
不
服
の
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況

不
服
申
立
て
又
は
不
服
の
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
（
単
位
件
）

不
服
申
立
て
又

は
不
服
の
申
出

の
件
数

不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
若
し
く
は
裁
決
又

は
不
服
の
申
出
に
対
す
る
回
答

取
下
げ
審
査
中

認
容

一
部
認
容

棄
却
却

下

8

（
17)

0
（
1)

0

1

（
12)

0

0

7
（
4)

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
審
査
中
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
の
状
況
の
公
表

山
口
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
三
年
山
口
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公

表
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

⚑
個
人
情
報
の
開
示
の
請
求
及
び
口
頭
に
よ
る
開
示
の
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況

個
人
情
報
の
開
示
の
請
求
及
び
口
頭
に
よ
る
開
示
の
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。
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⑴
開
示
の
請
求
及
び
申
出
の
件
数
等

（
単
位
件
）

開
示
の
請
求
及
び
申
出
の

件
数

処
理

状
況

開
示

部
分
開
示

非
開
示

未
処
理

そ
の
他

開
示
の
請
求

370
（
5)

137
（
4)

197
（
1)

3

17

16

開
示
の
申
出

19,204

19,204

0

0

0

0

合
計

19,574
（
5)

19,341
（
4)

197
（
1)

3

17

16

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
未
処
理
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

⑵
実
施
機
関
別
の
内
訳

（
単
位
件
）

実
施
機
関
の
区
分

開
示
の
請

求
又
は
申

出
の
件
数

処
理

状
況

開
示

部
分
開
示

非
開
示

未
処
理

そ
の
他

総
務

部

2

2

0

0

0

0

総
合
企
画
部

1

1

0

0

0

0

知
産
業
戦
略
部

0

0

0

0

0

0

環
境
生
活
部

20

20

0

0

0

0

健
康
福
祉
部

119
（
1)

107
（
1)

10

0

0

2

商
工
労
働
部

29

28

1

0

0

0

農
林
水
産
部

1

1

0

0

0

0

事
土
木
建
築
部

1

1

0

0

0

0

会
計
管
理
局

0

0

0

0

0

0

計

173
（
1)

160
（
1)

11

0

0

2
議

会

0

0

0

0

0

0
教
育
委
員
会

28
（
1)

15
（
1)

1

0

12

0

選
挙
管
理
委
員
会

0

0

0

0

0

0

人
事
委
員
会

246

246

0

0

0

0

監
査

委
員

0

0

0

0

0

0

公
安
委
員
会

18,704

18,704

0

0

0

0

警
察
本
部
長

200
（
1)

6

176
（
1)

3

5

10

労
働
委
員
会

0

0

0

0

0

0

収
用
委
員
会

0

0

0

0

0

0

日
本
海
海
区
漁
業
調
整

委
員
会

0

0

0

0

0

0

瀬
戸
内
海
海
区
漁
業
調

整
委
員
会

0

0

0

0

0

0

内
水
面
漁
場
管
理
委
員

会

0

0

0

0

0

0

公
営
企
業
管
理
者

0

0

0

0

0

0

地
方
独
立
行
政
法
人

223
（
2)

210
（
2)

9

0

0

4

合
計

19,574
（
5)

19,341
（
4)

197
（
1)

3

17

16

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
未
処
理
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

⑶
開
示
を
し
な
い
理
由
の
内
訳

（
単
位
件
）

開
示
を
し
な
い
理
由
の
区
分

部
分
開
示

非
開
示

合
計

法
令

秘
等

情
報
（
第
１
号
)

0

0

0

未
成

年
者

情
報
（
第
２
号
)

2

0

2

第
三

者
情

報
（
第
３
号
)

197

3

200

法
人

等
情

報
（
第
４
号
)

3

0

3

犯
罪

捜
査

等
情

報
（
第
５
号
)

72

2

74

意
思

形
成

過
程

情
報
（
第
６
号
)

9

0

9

評
価
・
選

考
等

情
報
（
第
７
号
)

2

0

2

行
政

運
営

情
報
（
第
８
号
)

107

0

107

協
力
・
信
頼
関
係
情
報
（
第
９
号
)

3

0

3

合
議

制
機

関
等

情
報
（
第
10号
)

0

0

0

合
計

395

5

400

備
考１
「
開
示
を
し
な
い
理
由
の
区
分
」
欄
の
（
）
内
は
、
山
口
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
16条
の
号
名
で
あ

る
。

２
事
案
に
よ
り
複
数
の
開
示
を
し
な
い
理
由
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
た
め
、
合
計
件
数
は
、
⑴
の
表
の
部

分
開
示
の
件
数
と
非
開
示
の
件
数
と
の
合
計
件
数
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
。

⚒
個
人
情
報
の
訂
正
の
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

個
人
情
報
の
訂
正
の
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
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（
単
位
件
）

訂
正
の
請
求
の
件
数

処
理

状
況

訂
正

非
訂
正

未
処
理

そ
の
他

0

0

0

0

0

⚓
個
人
情
報
の
利
用
停
止
の
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

個
人
情
報
の
利
用
停
止
の
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

（
単
位
件
）

利
用
停
止
の
請
求
の

件
数

処
理

状
況

利
用
停
止

非
利
用
停
止

未
処
理

そ
の
他

0

0

0

0

0

⚔
不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
処
理
状
況

不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

（
単
位
件
）

不
服
申
立
て
の

件
数

不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
又
は
裁
決

取
下
げ
審
査
中

認
容

一
部
認
容

棄
却
却

下

1
（
5)

0

0

0
（
5)

0

0

1

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
審
査
中
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

正

誤

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
山
口
県
規
則
第
三
十
三
号
（
山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
）

ペ
ー
ジ

段

行

四

下

二
～
三

誤

⛒●

法
第
百
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
計
量
証
明
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
登
録
を
取
り
消
し
、

又
は
そ
の
事
業
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。

正

⛒䀝

法䀝

第䀝

百䀝

十䀝

一䀝

条䀝

の䀝

規䀝

定䀝

に䀝

基䀝

づ䀝

き䀝

、
計䀝

量䀝

証䀝

明䀝

事䀝

業䀝

者䀝

に䀝

対䀝

し䀝

、
必䀝

要䀝

な䀝

措䀝

置䀝

を䀝

と䀝

る䀝

べ䀝

き䀝

こ䀝

と䀝

を䀝

命䀝

ず䀝

る䀝

こ䀝

と䀝

。

⛓䀝

法
第
百
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
計
量
証
明
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
登
録
を
取
り
消
し
、

又
は
そ
の
事
業
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

四

下

四

⛓●

⛔䀝

〃

〃

六

⛔●

⛕䀝

〃

〃

八

⛕●

⛖䀝

〃

〃

九

⛖●

⛗䀝

〃

〃

一
一

⛗●

⛘䀝

〃

〃

一
三

⛘●

⛙䀝

〃

〃

一
五

⛙●

⛚䀝

〃

〃

左
か
ら
一
七

⛚●

⛛䀝

〃

〃

左
か
ら
一
五

⛛●

⛜䀝

〃

〃

左
か
ら
一
三

⛜●

⛝䀝

〃

〃

左
か
ら
一
一

⛝●

⛞䀝

〃

〃

左
か
ら九

⛞●

⛟䀝

〃

〃

左
か
ら七

⛟●

⛠䀝

二
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〃

〃

左
か
ら五

⛠●

⛡䀝

〃

〃

左
か
ら三

⛡●

⛢䀝

〃

〃

左
か
ら一

⛢●

⛣䀝

五

上

二

⛣●

⛤䀝

〃

〃

四

⛤●

⛥䀝

〃

〃

六

⛥●

⛦䀝

〃

〃

八

⛦●

⛧䀝

〃

〃

一
〇

⛧●

⛨䀝

〃

〃

一
二

⛨●

⛩䀝

〃

〃

一
三

⛩●

⛪䀝

〃

〃

一
五

⛪●

⛫䀝

〃

〃

一
七

⛫●

⛬䀝

〃

〃

左
か
ら
一
六

⛬●

⛭䀝

〃

〃

左
か
ら
一
四

⛭●

⛮䀝

〃

〃

左
か
ら
一
二

⛮●

⛯䀝

〃

〃

左
か
ら
一
〇

⛯●

⛰䀝

〃

〃

左
か
ら九

⛰●

⛱䀝

〃

〃

左
か
ら八

⛱●

⛲䀝

〃

〃

左
か
ら七

⛲●

⛳䀝

〃

〃

左
か
ら六

⛳●

⛴䀝

〃

〃

左
か
ら四

⛴●

⛵䀝

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

二
八
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